
6. 3. 3 戦災復興都市における街路計画の特徴およひ思怨

(1)法本的要素

a . ロケーション

出iiiiiのまとめの表 6. 4. 1を見ると、広幅員街路で都市を十文宇もしくは

T字に分割している都市は 49部市あり総数の 4割をこえ 、十文字 、 T字ではな

いが郎市を大分割しているものを加えると、 78都市となり総数の 7割にもおよ

ぶ。図 6. 3. 1名古尽、図 6. 3. 2仙 台 、 図 6. 3. 3 熊谷、[~[ 6. 3. 

4平、図 6. 3. 5今治を見ても、 卜文字の分割の械子が良くわかる o n11 rlJ内

に卜文字:もしくは T字に広幅只街路を自己位するという特徴から、X11"iのfl絡形

成、防火(防災)という思:怨を読取ることができる。

自l市を広幅員街路で分割したということについては、f;{i々 な {J'j~IE が得られて

いる 。 まず、熊谷市では都市鐙備課にヒアリングしたところ、 I rli役所通りと

中仙道で街を 4つに分けた 」 という証言を得ることができた 。 名占屋 rlJにおい

ては、その戦災復興計画を但当した回訓li郎がその若占 1】の中で 、 「災古を防

止したり鉱大を防 くため 100M道路で ilJF人jを四分割する。また新駈i川ぞいに 15M

Iiliの道路を造成する 」 、 「普通の辺路という概念とはちょっと進うが、百メー

トルの防災道路も今では 一 つの名物にさえなりそうである。点西二 本の百メ

トJレ道路により、名古屋市内を大きく p可分割する。 一ー という JSぇ)jの般底に

あるものは、火災などの災害を防止したり 、避難場にすることであ った。これ

は百メートル道路だけでなく、新川や、協川の両側 iこ十五メートノレ以上の道路

を設けたことにも 、災害時の活動がしやすいようにという考えが含まれている。

と記述しており 、明らかに都市を分割し防災 lこ資するという思怨が存任して

いる 。 また、広島市では、やはりその戦災復興計画を担当した竹屯臼 J改が、

広仏 rliの市街地は太田川の 三 角州にできた町で、 5本の支流が H町を南北に流

れている。これと虚偽に 東 の比治山と酋の己斐の山とを 100M;近路 で結んで全市

を卜数個の防火地区に分割することを与えた J"と述べており、ここでも制lr朽

を分割し防災に佼するという思:巴、の符在が明らかである。
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また、貸料に示したノぢ針、係市などには必ず防災という思旬、が話 られており、

そもそも戦災復興は戦禍という災3からの復興であるということを巧えれば、

防災(防火)という思忽があるのは当然のことであるといえよう 。

出日市の fJ絡形成についてまず考えると、戦災地復興基本 β針('fi料 6， 1) 

のt'il!施設の街路の節の第一項に 「街路網は郡市衆落の性格 、規模、阪びに l二J由

利m~I 阿l に即応しこれを構成する ・・ ・ ・ 」 とあり、街路計画標準(資料 6 ， 5) 

にも同憾の記述があり、これらからも街路 ~Il函はまさに都市計画全体を J考えて

立案されていたと考えられ 、都市の刊他形成という思想が存-u:したこともうな

づける 。

.1lI1市の'白絡形成

.防火(防災)

b，格の Yとなる街路の配置

戦災復興都市の計画街路図を図 6， 3， 6に示す 。街路網の与え }jについて

は、戦災復興誌の街路計画決定の部分に 「都市計画街路網は各局のm途地域を

述結し、各郡心と結んで{}縦型、政男、JIJ;'!状型、帯状型 、 斜角型~いは之等の組

合せにより 、決定されたものであるが、また郡市の地形にも左右されたのであ

る。」 という記述がある 。 しかし、実際の計幽街路図を見ると 、部r!5肉体が、

細長い j惨状のものについては，問状とも 言 えるが 、u;盤型 、すなわち、絡ヂ状の

街路配立がほとんとである。やや 、放射環状型の配置が見られる郎r!，としては、

鹿児E::jrl1、盟情 l 打 、 一 宮市 、 多 nlllr 、 E巨木野市があげられる。部， 1，全体に ~{t 口

するのではなく駅前を部分的に {inした場合 、駅前に複数の I}j&告がとりっき駅

前が放射型の街路配箇とな っている郎，j5として 、鹿児，JihrlJ、1!'-橋市、 13山，j5、

一宮市 、大分市 、があげられる 。 また、 2Di矧の傾いた格子状の街路パターン

が接して組合わされている、もしくは主とした軸線に対して傾いた斜路として

の軸線が明確に存在している dr;市として、函館市 、鹿児品市、小田原市、却11路

市、平塚市をあげることができる 。すなわち、戦災復興計画における街路網椛

成は、)，1;ノド的には格子状の街路網綿成とな っているが 、それ以外に、政身，)Jhl状

'il.のもの、駅前のみが放射li;1~丈史になっているもの 、 車IU 線に対しては絡下状で

はあるが、直交ではない(斜角の) 'I!IU線が存在しているものがあることがわか
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る。

街路の格についてみると 、 胡1，甘計凶it.'i路として決定された街路にも幅J11 0 

o mから 18m程度にいたるまで峨々なものがある わ けであるが 、 それ以 Fの

細街路についてみてみる 。 資料 6. 7にili!Jil!上地区画整血機惜のうち.iU路と街

廊の部分を示す 。 この 道 路 の 規 定 に は そ の 上 地 利 用 に よ って児なるが、 4- 8 

mの償丁ともいうべき区岡割道路に つ いて規定されている 。 また 、 路 地 と い っ

てもよい袋路や食い違い道についてのぷ!定もみられる 。 すなわち、剖lr!JiHl踊街

路としての計画にのらないような細街路については、区画技理設計段階 の区 l酉

割街路として 、考慮されていたのである 。

実際の復興区画整理 地 区について街路の 絡 とその 配 世についてみていくこと

とする 。

まず 、，jij述の 街路ノマターンのうち 絡 子状の街路 パター ンの 郎 rlJとして 、I苅6.

3. 7に福山市の区画 整埋 前後の図を示す 。 以前の街路網を尊歪はしているが、

明舵 lこ絡子状の街路パターンとな っていることがわかる 。 比較的広幅11のすな

わち前掲図 6. 4. 6の街路網図に記 ，1車されている街路で大きく佑子状に分割

されており 、 その区画の中に細街路が配置されている様ずがわかる 。 まず 、幅

員の広い街路のうち 、駅前の街路は駅で突当 りとな っていることか らも福山市

の目 抜き通りとしての絡の街路であるといえる 。 また 、駅前iillりに凶交する街

路や、整限区域北東部から南部にかけて区域の端部を走 っている街路は交通幹

線としての絡は明らかであるが 、-t{jilí りの 絡 も 1~ ねているか否かはこの図から

はわからな¥¥ 0 街路網 図に記 載 され ている 街路 で も 幅 員が狭 く裂通りクラスの

街路が見受けられ 、 そ の区画の中にはより幅員の狭い 横丁クラスの街路も見受

けられる 。 また 、両端 が 悩了クラスの街路との T路交差になっていたり、 u互角

に屈l泊したりしている路地クラスの街路も見受けられる 。 すなわち 、福山市に

おいては 、目抜き通り 、交通幹線 、 (表通り)、裏通り 、 横丁 、路地 の 5- 6 

段階の街路が存在していたと与えられる 。

斜角 の 申Uf~ の存在している都 rlJ として 、 図 6 . 3. 8に 平 塚 の 区 同 整 fi]fiiji孟

の 閃を 示 す 。 平塚市の街路パターンは駅から南北に延びる駅前通りを '~III 線とし

たものと 駅 か ら 南 東部(河口の漁港)に延びる街路 を'Tlll線としたものの 2つ の

佑子状の街路 パ ター ンがあわさ ったものとな っている 。 幅員の広い街路につい
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てみると 、駅の南北の駅前通りは目抜き通り、駅北部の*西を貫通している街

路は交通幹線、駅から漁港にいたる街路はいわば表通り的な絡の街路と巧えら

れる 。 これらの街路以外にそれを補完するような裂通りクラス、随「クラスの

細街路を読取ることができょう 。

やや欣身J型の街路配置のみられるとしとして 、図 6. 3. 9に鹿児 ，(:jr!iの区

画整問前後の図を示す 。前述の 2d11市に比較して、縮尺が小さいため詳しいこ

とはわからないが 、駅前の放射型の街路配位、市街地中央部の交差点広島jを中

心とした放射状の街路配置の組合せを銃取ることができる 。制Ui}i路にまで目を

向けると 、ほとんどの配置が、やや広い街路を申III線とした絡下状 のバ ターンと

なっていることがわかる 。 その軸線がu1交していないため 、全体が同じ向きの

椅子状の街路配置とはなっていな¥' 0 街路の格について考えると 、駅から diiij 

中央部の交差点、を結ぶ広幅員の街路は駅で突当りとなっており、交通幹線とは

4えられず 、 また 、市街の中心である交互点、広場と駅を結んでいることからも、

口抜き通りと考えられる 。 また 、駅から姪びている他の街路は 、 日抜き.iillりと

まではいかないが 、やはり前述の阻山からも交通を保障することが主たる 1-1的

の街路とは布一えられず 、 いわば点適りとしての格の街路と考えることができる。

市街地中央部の交差点広場から延びている街路はこの図面からだけではよくわ

からないが、表通りとしての絡をも っている街路と交通幹線としての街路の両

方があるものと思われる 。 これらの駅もしくは市街地中央部の交差点広場を通

過しない街路については幅員のひろいものも何本かはみられるが 、 それ以外に

幹線を補完するようなやや幅員の狭いいわゆる裏通りクラスの街路も見て取る

ことができる 。 さらに幅員の狭い区間割街路が区画内に配fd_されており、この

図面からは横丁 、路地の判別はできないものの 、民「 ・路地クラスの街路の存

在は明らかである。

また、ここまで述べてきた街路とは別に 、後述するが、河川 水路を街路の

断面内に取込んだ水辺の道や、遊歩道を断面内に取込んだプロムナード的な特

殊な街路が微々な都市でみることができる 。

c. i}i路端部の施設(重要施設)

ld. ~. lを見ると 、Jよ闘よ1iti路の端部にンンポノレ施設(歪嬰施設)が位

340 
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置するように広幅員街路が配位されている郡市は 66郡市であり全体のほほ、6古IJ

となっている。端部のユノンポノレ胞設としては 、駅前通りの整備されている 1111rlJ 

が多いことからも駅が多いが 、市や県の庁舎、港、大規模な剖1Ilj公園等も多い。

前倒図 6.~. 1名古屋では久!豆大辺りの突当りに市役所 、県庁、 lilil白区16

~ . 2仙台では*二番丁通りの災当りに勾当台公園と庁舎、 JI民泊りの尖当り

に仙台駅、前m図 6. 4. 3熊谷では市役所i湿りの突当りに市役所、前掲図 6.

4. ~平では田町小太郎線の突当りに駅、前倒図 6 . 4. 5今治では今治作市

場線の突当りに駅、今治港線の両端に港と市役所が位置している 。 また、 l><16.

3. 1 0一宮のように広幅員街路が必ずしも十文字型になっていない場合でも

このように駅などが広幅員街路の端部に位位している場合が多い 。焔部に illj.g

施設を配位することにより 、 主~施設を守るという防災の思怨の他に、 !.n J，g hi!!. 

設を見るための視点場 を設けるという景観的な恩忽 、 その街のシンボノレとして

の役'，~IJ を担わせることや都 l朽の空間的 t 申111 の形成を図るという忠怨が待犯した

ものと忠われる 。

戦災復興街路計画標準にも 「丞2!J公共胞設/配置計画ニ即応シテ広lIIi7 Jハ

広場ヲ設置シテ都市/防災ナラピニ美観ニ資スルコト Jとあり、重要施設に広

幅員街路を配置するという考え )jは実際存在していた訳であり、またそこには

紡災 、;皇制(呆観)という思怨があったのである。

虫要公共施設としてどの織なものを与えていたかということであるが 、熊谷

の戦災復興を担当した成沢舟氏にインタビューしたところ 、 「街にいき先ず("J

をnるか 。ー に庁舎 、二 に駅 、三 に防応街である。」と述べられた。駅につい

ては交通手段も集中しており人もたくさん集まることなどから、世Iのシンボノレ

として巧えることは当然とも弓えるが 、当日寺は現在以上に庁舎を街のゾンボノレ

として考えていた訳である。たしかに、熊谷市の例を見ると庁舎の liijに広幅員

街路が整備されているし 、 それほど!よくはないが比較的広い道が駅前にも配さ

れている 。

図 6. 3. 1 1の熊谷市役所前の鉱大図を見ると 、旧i1l拡幅にとらわれず、

市役所に広幅員街路を付き当てている。設 Hl柔呼~ !こ既設道路のある~合はその

活月]を J考慮して拡幅するようという記述があることを考えあわせれば、 ol阿の

実施しやすさや経済性、交通処1'11を多少犠牲にしても 、市役所の H可に広幅日街

3 ~ 2 
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路を配置したと考えられる。同憾のことが今治についてもいえ、交通処問以外

の思:怨が存在していたことがわかる 。仙台においても、元郡市計画課長 の森 t-#

氏の誌によれば、青葉通りは仙台駅のシンボル、東二番 fiffiりは庁舎の γ ンポ

jレとなっているそうである。つまり、ンンポノレ施設(亙・~施設)に広幅 n の街

路を当てることは、広幅只街路がヨ~P};g施設のゾンボノレとなり庁舎や駅の y ンポ

ル性を高めることになる一方、広幅員街路も在jの重要施設のがiiliiに配[伐される

ことで U.!!街路として街の γ ンポノレとなる訳である。

さらに拡大してイ考えれば、その街路が広幅員であることも手伝って、その街

路が街全体の 「空間的主軸 」 として位置付けられると考えることができる 。 熊

谷rliの成沢氏は市役所前通りについて 「官庁施設を集め、自 Jri万としたか った

と語っておられ、この市役所前通りを熊谷 rliのメインストリート(街の空間的

E判!ともいえる)と考えていたことがわかり、広幅員街路を空間的I::'nlllとする

思:恨の符在もうなつけるものであろう。

-防災

. ，:;}観(美観)

視点場の整備

.都市の空間的主軸の形成

・街路のシンボノレ性

d 街路端部の施設(公図)

前写lでも述べたように、広幅員街路の端部に公園が位置するように計画 ・設

計した例が散見される。

仙台の点二 番丁通りの北端 lこ勾当台公図が位置している訳であるが、この部

分を拡大してみると 、図 6. 3. I 2 aの織な椛造とな っており Pll在は bの

械に変化している)、交通処lill上は明らかに不利な構造であ り 、 広 幅 良 道 路 の

焦点、に緑を配置するという思惣があったものと思われる。実際当時仙台市復興

部長の八巻芳夫氏の昭和 52年 7月 20日の河北新報の記述にも 「もともと*

二番丁 iffiりは国道四号線であ りま して、当時の幅員は 8M程度であ りました。そ

れを戦災復興計画では総幅只を 50Mの大道路として歩道幅も両日111とも 9Mといた

しました。そのJ:J]白を要約すると次の三点となります。 1)将来の交通filを充分
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身践したこと、 2)火災の延焼防止その他災害の避難など防災用に当てること、

3)戦災により失われた杜の邸の再現の一環として 、両側歩道内 の経iA&はもとよ

り、中央に 5Mの植樹借を設け、 一 大樹林引を造ることでありました 。

なお、この単調さを補足するために当初社直企盤j杉を変Jt!して勾吋台公見l

の西側を迂回して、北側に緑色丘二 I 乙_1D当台公園)を残したりでありますp

これにより交通上の問題もありましょうが、これほどまでに緑 ~Ht の熱 15 のあ

ったことを認めていただきたいのです 。J (仙台復興余話 昭和 55年、仙台

市開発局) (下線筆者)とあり 、交通上 の問題が生じることは，j!:知の kで緑の

カーテンを造る 、すなわち焦点を歪視しそこに緑を配する緑を~~illするという

f;え }jがあった訳である 。 たしかに後に交通の問題が生じ bの憾に現任は変更

されている 。

千葉においては図 6. 3. '3の駅前部分拡大図に示すように広幅員街路の

両端が駅と公園になっている 。駅間IJについては ，jii項の記述の つの証拠となる

ものであるが 、公園側につい ては仙台の場合と同じことがいえる。公園前lは7).

~ 6. 3. 1 (昭和 61年搬;形 、現在は街路 の状態が変化している〉のように緑

のカ ーテンとなっている 。 Jl~ 幅民街路が公園に突当って終わっているという不

自炊な形を見ても 、焦点を重視し そこに緑を配するという考え }jが 、当初かり

設計省にあったと考えられよう。

公園と広幅只街路の両 }jが、避難場としての意味ももっていた訳であり、そ

の両省を接して配註することにより 、防災効果を高めるという防災の思怨があ

ったということも、当然与えられる。戦災復興計画の記述ではないが、 II{]利114

{1:7JJIOI-1発令の 「防空土木一般指導要傾 」 の公園緑地の現には 「消防、避難、

救護等のため 一 個以上を道路に直接せしめその出入りに使ならしめること 。」

とあり 、防空都市計画のI時代か ら防災の思怨から公園と街路を接して 、配置し

ていたのである。

.焦点、の重視

・緑の尊重

・防災
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写~6 . 3. 1 千葉駅前通りより中央公園を望む(昭和61年銭影)
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e 横断面構成(河 JI[・水路との - (4)設計)

広幅1"¥街路内に河川 ・7)(&告をI収込む、河川 ・用水に接して公l頭、lIJ点、街路、J>

J駐を行うなとして 、 あたかも街路と刈川 ・ノド路が一 体のものであるかのような

断面を作り出している郡市が 20IlII市あり 、割合としては全体の 二 割弱である 。

しかし戦災復興都市すべてに河川 ・水路が存在していた訳でないことを与えれ

ば、街路(公園道路を含む)と河川 ・水路を同時に考えて計画 ・設計するとい

うA管え方が存在していたと符えることができょう 。 すなわち、街路とかl川 水

路の 一体設計という思忽が存在していたと考えられる訳である 。 街路JI同 僚 準

(前m資料 6. 1) には 「鉄道 、 軌道、河川、水路沿いには沿線の利用上支|咋

なき限り相当幅員の街路を [!(.t殺すること 」 とあり 、 また緑地計画徐裕には 「沿

海、沿川、その他の水辺地は船.i'i'J坊、ィ::JlbJ J;s、u庫その他の公共!日 j也の他JJ;t則

として緑地となし一般民家の使JlJを認めざること 」 という記述があり、街路や
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緑地(公園、公園道路)の ~I 闘において、 1"1 川 ・ 水路に対して相当の配慮が払

われていることがわかり、街路と河111・水路の 一体設計という思怨が存任して

いたこともうな-(ける。

熊谷市では星川通りが水路を lr~ 込んだ街路として整 備 されている(灰16. 3. 

1 4 )。星川は熊谷市の市街地の中心部を流れる川で 、図の主Hiill刊を見ればわ

かるように、屈曲の多い河川であった 。 しかも沿川には人家が密集し、必円]の

災はi[l.濫しでかなりの被害がでる河川であった 。戦災復興において星川辺りは

熊谷戦災復興の四大同僚の 一つ「 観光道路としての星川の改修 に必ついて計

画されたものである。勿論観光だけではなく治水という目的もあり、 ~úiilj去は

戦前の織な氾濫は起きなくなっている。熊谷市の復興計画を但当した成沢氏の

話によれば、 そもそもこの星川を復興計画に活かそっという案を持ってきたの

は、当時の内務省国土局の牧野技円であり 、成沢氏との協議において遊歩道と

して星川を活かすと発案したそうである。当時熊谷市では犯!日の復興計画索を

持っていたのであるが 、一夜にして足川巡りのみならず主主E街路すべてについ

て、牧野技官の案に決ったそうである 。 これをうけて成沢氏は星川通りの設計

にとりかかった訳であるが、当初は星川で手が洗えたり 、歩行省天国の憾にし

たかったと述べられていた 。 おそらく、現在の親水護岸の織なことを与えてい

たものと思われる。しかし、その案は同レベルで主11下されることになる 。 星川

iillりは街路事業及び河川用水市淀であるというのがその煙由であったそうであ

る。戦災復興当時でも事業が異なることによって 、 やはり制約があったのであ

る。しかし、実際に は区16. 3. 1 5 a、写真 6. 3. 2、写兵 6. 3. 3に

示すように、実際には水にさわれないものの 、星川のすぐそばをあるけるよう

な、籾ノド性の高い 、かっ歩行将の快適性に配"f!.されたものとなっている。実際

戦災復興誌には 「不規則な勾配を持って 、屈曲しながら流れていた星川を f苦悩

して両側に街路をもって包む散策地帯を設けた 。 これは、ともすれば、かつて

の宿場町の街道筋商人感悩を伝統的に引き継がれている本地 }jの人々に 、切な

タな心のよき保養となる線 ~I 阿したものである。 j という記述があり、歩行者

の快適性や保養という思想があったのであるロ当時の星川の憾子を記した記、II

には、 「 突然、の戦災復興都市 ~ I'lilij で車Iíたに星川が開盤 さ れ水品のような泉が熊

谷市の中心地を流れ両岸には広やかなる遊歩道まで持つことになった 。右柳の
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緑の糸がそよ風 lこ水面をなでる "I-l，lijも織り込まれであることだろう 。水郷の熊

谷、!(ij玉のベニス。なんと点目J1らしい設計なり。隣緩行田では街中を流るる水

を総て沼と呼ぶというが熊谷では星川の消iJitを総て泉と l呼ぶ。JRが !}jの中を iiii

るる、 iffi風がさっと流れる ・・・ ・・」 とあり、遊歩道としてとらえられ、かっ

熊谷のシンボノレとなっていたことがわかる。しかし現在は 、!日制ぱ16.4. 1 

5 b、写只 6. 3. 4、写貞一 6. 3. 5に示すように 、 唱道が歩行省と川を分

離し、容易に人が水辺に近づけない椛造となっている。かろうじて焔の仁から

水を眺めることができる程度である。しかし、現在でも、昼)11には鯉が飼われ

ており、また昭和 25年以降は、毎年8月 16日に戦災者の追悼供長のため 、灯ろ

う流しが行われており 、親水性に対する配慮はまだあるといえよう 。

一宮では 36Mの広幅員街路の中央に水路を移設している(写真 6. 3. 6)。

この水路(一宮井 筋用水 )については、戦災復興誌に「 用 水路と道路の交産箇

所内箇 pfrには鉄筋コンクリートの橋梁を架し 、用水路間側には幅 112Mの悩樹裕

を配し 、!照明等を設置して災fulを添えることとした。 」 とあり 、他樹、照明な

どを用いて 、美観ということを芯、識していたことがわかる。また 、一宮では木

曾川がそばを流れていることもあり、r1J内に多くの水路があるが、図 6. 3. 

1 6 を見るとわかるように 、 河川及び水路の両側に区画街路を設けて盤 F.~ をし

ている 。

'JIでも写:Q6. 3. 7に示すように街路の中央部に水路を含むように務備さ

れている。これは一本の街路事業として盤附したのではなく、刊j川の終的にあ

わせて区画!監理で両 DP)に区間 !}j路を鐙備 したものである。この新川の護岸略 的

については、戦災復興誌に 「施工完 f後は見進えるようになり 、背からの li[;j岸

にあった桜樹は 、 なお 、 一 層災!o!を呈した。施工石積は白地塗りは絶対 ~Jt 止さ

せ石工も数回に亘り粒撲りに撰んで施工したので 、 その工事は 一 時ili設省より

賃貸されたほどである。 」 とあり、この議岸整備においては美観ということに

充分配服されていたことがわかる 。 この街路においては、新川を将米的には埋

めて緑道とする計画があった。戦災復興誌には公図緑地計画の中で「又既成 dJ

街地と新r1J街地とを南北に画する占川(現新J11) 改修工事に依り将来管渠排水

となし 、塑立の上 、緑道構造として(1向。11)道路を合わせ幅 24メートノレ)自illrlJの

風致並びに防火に備えるべく計画されたのである。 」 と記述されている 。4見イE
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は、この計画通り、新川は埋立てられ 、一部駐車場となっているものの、新川

公園として、街路中央に公園を抱く構造となっている 。

1河413では河川沿いに緑道として広瀬川沿公園遊歩道を整備している 。 戦災復

興誌には 「公園事業と平行して rlJI付中央部を流れる広瀬川沿い 8-15メー 1， )レ

緑迫を川の両側に計画決定し、区画桜E型'r，;主により l順次月Jt也が確保されたので

他樹帯を造り 、植樹、 芝生等を実施し遊歩道を川沿いに、宅地側を '11道として

ベンチを適当に配置、設定し市民の惣の場とした 」 とあり 、現在も河畔公園と

して生き続けている 。

以上述べたような河川 ・水路との 一 体設計の手法は、いかの 4つに分知する

ことができる 。

① l本の都市計画街路の中央もしくは片側に水路を通す ロ

② l本の河川 ・水路の両側もしくは片側に郡市計画街路を配置する 。

③ l本の河川 ・水路の両日!リもしくは片側に区画祭理と同時に区[llii街路を自己也

する 。

③ l本の河川 ・水路の両側もしくは片flIlJIこ緑地、公園、公凶|道路を配置する0.iiiJ川 ・水路との 一体設計

.防火(防災)

.観光

・親水性

・1早ft

・災住Jl.7メニティ(歩行者の快適性)

. '"ンボ Jレ性(都市のゾンポ Jレとなる)

f 横断面構成(歩行者空間のli{t(早)

歩道を jよくとったり 、広幅只街路内に遊歩道を取込んだりして、歩行お空間

を確保している例は 、29都市に見られ、全体の 三割弱におよんでいる 。

この 29都市は 、戦災復興誌の記述や図面、写真から明らかなもののみの数で

あるが、戦災復興計画においては 、歩道は広くとるという考え Jjがあ ったもの

と思われる。資料 6. 5の戦災復興都市計画街路標準横断図をみても、歩道端



の他栽併を含めて考えれば街路内に軌道や緩:iA'I[道のないときはいつれも全幅

員の、ド分以上を歩道が占めている 。緩i車4ii立をもっ険断面情成の場合、緩i車'11

道は I~~ i車の自動事は走らず沿道に J日のある臼動'ii用のものであることをJiえれ

ば、歩道幅員の広さばかりでなく、側 Jj分離手誌の存在によって、級i卓巾.iI!をも

歩行.(1'空間の一部と!感じられるとも巧一えられるため、より広い歩行 (i:主!日]が確

保されたともいえよう 。 この織に lよく fill保された歩行者空間は災害 11与の避難局

としての機能が期待されていると巧え られ、ここにもやはり防災の，也怨が見 ら

れる 。 また 、広い歩道や 、緩i卓車道を設け歩行者の直近は高速の自動 ι11を走ら

せないようにするということは、その街路内の歩行の快適性を保証し 、街路の

7メニティを向上させているといえよう。

仙台の定禅寺通り(写只~6 . 3. 8) 、大分(写真 6. 3. 9) 、四i=IrlJ 

(写ょ~ 6. 3. 1 0)の様に遊歩i草を街路内に取込み 、一 体設計している例も

見受けられる。勿論 、遊歩道を取込むことによって街路の幅員を大きくとり防

災に資するという思想は存復していたと考えられるが 、大分では、遊歩公悶と

明記してあり、いずれも歩行お空間を確保するという思想も.(J..(1していたとい

えよう 。 ただし、大分の場合は、遊歩道の片側のみがJji:i草の織に見えるが 、仙

台、間口市の場合は街路の中央に取込まれている 。広幅員街路はある程度の自

動'11交通を予測していた訳であり、その中央部の遊歩道は必ずしも快適とはい

えない。歩行者空間や避難空間としての意味以外に 、後述するように街路内に

たくさんの緑を設けるという思怨もあったものと考えられる。

.防災

・避難空間の確保

・歩行主i空間の篠保(歩行の快適性、街路のアメニティ)

.緑の重視

g.横断而構成(植栽倍、側方分離帯)

側}j分離干13を設置しそこに附樹することにより 、街路を高速車線と綬:iA'1"線

.歩道を合わせた緩速道との 二 つに分けている。

街路を機能上高i卓卓線と絞:iA'11線 ・歩道をあわせた緩速道との こ つに分け、

高速 I.I~ fJ~ は交通処理の機能をもたせ、緩 i車 rlI t泉は停車布ー としての利 m も」昭一 1:~ す
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j~ ~þ 公 l吋

写真 6.3. 9 大分
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H 上~~ J1e {長

写真 6.3. 1 0 四日市



るとともに、歩道と合わせて幅広い遊難空間としての利用を与えたものと身え

られる。また、緩速車道を設けることによってさらに 2列の並木(植樹併)が

生じる訳であり 、i並木を重視していたことがうかがわれる。

緩i車'Ii道と高速車道とを分雌していることから考えれば 、その街路は交通幹

線としての役割も担っていたと巧えられるが 、 目抜き巡りでもある場合は、並

木路の形成から 4列植紘先にありきでそのために緩速車線が生じ、惚断面とな

ったと与えられよう 。 ただし、iJ!築による街路景観の設計が身えられていない

ことを与えれば、乙の緩述。II線をもっ彼断面構成はよ主観上好ましいもののひと

つであり、日 J左き通りの絡をぷ現しているともいえよう。

戦災復興部市計岡街路標幣横断図からは上述の様な特徴を読取ることができ

る訳であるが 、実際にはこの街路標準にはないような断面も多く見叉ーけられる。

36m幅員の街路の例を図 6. 3. 1 7に示す 。標準にはないが 、熊谷 rlJの市役

所前通りの織に 、中央に植法得をもっ断面が、他の都市でも良く見受けられる。

これについては戦災復興都市計画事業再検討において出された 「上木謀関係公

共事業胞行22領J (資料 6. 8) に 「 広幅員街路の車道幅員は街路 ~I' i国際準に

示した街路参考断面 lこ拘わらず現{f&び近い将来の交通虫に必要な段小限l正に

止め伐余幅員は緑干1?として保留する Jという記述があり、戦災復興街路参与断

面図が記されており 、 この図では街路の中央に値主主得をもっ断面とな っている。

交通filに必要な最小限を車道とし 、fJ1りを緑帯としたことは 、IlJ論経済上のこ

ともあろうが、緑を歪視し街路r)，Jに政;・2に絡のスペ ー スを設けるというアメニ

ティのイ考え }jがあったと読取ることができょう。

またこの複数列の並木や、 植樹立、jは街路を横断方向に分割し 、 その!よ幅1-.1に

よる冗長性を処座していたとも~えられる 。

また、資料 6. 8 の考/，:，.'耳I lJí の中に必~であれば緑帯の中に駐 ι11 助を設ける

との記述があり 、緩速車線の記.i!e(資料 6. 5)と合わせて考えると街路内の

駐引についても A考慮されていたと身えられる 。

・避難空間の確保

・立直木の .iU視(緑の重視)

.7メニティへの配慮

.街路内駐''i1への配慮

3 6 6 
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市役所通り
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定同寺過錦町線

_]J_旦-円水小ld光州寺山車

H'Ji!i市!HI.車

八附町北四帯下線
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定岬寺泊錦町線
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(21 街路事業

1 法行為掠に就いて

イ C. T.Sへ提出した計画をJ1;自伎の情勢こよって変更の必要がある場合;工Z苛 ζ 打合せる。

ロ 本年主主i!Tの区間は本年度を以て完成させ後年~;こNび冨庫補助対象にならないよう，こする.

ハ 家屋苦転Eび生地工事未了の為貫通しない話線立は泊践に家屋の連たないような利用ヨ湿りな

い路線は絶対施行しなL、
ユ 不箆均l...倒語担!l.砂利採取及びi散布亭;!箆力失;;';対荒事;;';による。

2 路面工

イ 砂利盟諸且は車道は 2車線を原!!.IJとL"?-道に対しては適宜考思する。又砂利監厚は車道10セ γ

チ，歩道 5セソチ以内とする.

ロ 広l!i且街路町車道儒艮li街路計画~i事ニ示した街路事考踊面固に拘らi'~Ell.ひ近い将来の交

迅置に.Ib要な最少限に止め残余l~ 日 i土緑有?として保留する (SI!伝例示書照)。

ハ 砂利意工は笠地及び寝圧を入;a:にし且つ砂利η位度及び給合援に:iinして砂利近としても充分

交通;こ耐えるように施仔する。

ユ 在来街詩を多少広岡したものllU'百v.街路町小間且のもの亭で交通上支障β、ないと認めた場合

は砂利数は行わない.

3 &J 訴

イ 再検討で決定した知訴担は幹綜街路はめ7割，稲助線街路;土約 3割を計上したに過ぎないか

ら，此の方針を耳正して在来勾諮，:!.極力之を利用して詐水量iこ沿道の利用試況を考ほして必Ijl;な

路銘のみを先行する。

ロ 下水道事業安定中町場合;工伺涜の型式丘ぴ下水道との1&付け方法について関係当局と支丹辺g.

の上決定すると共に応仔年主についても立L 迫いのないように留在寸る。

J、 地先釘3時の民有地引に'"'するJ2 ml:!. 伍力沿道主主者の負担とするように努め白河町i~!<~ ß1

る。

4 摘 fii

イ 凶盟の架換は極力之を見合せ附i丘の岡県を科ilIするか.或吐既存同fiiを補強tH宝の上利問ずる.

ロ 陣mの凶日は原則として車道 2車線とし特に亨追を必裂とする場合は丑.J、呂町凶位とする。包

L鳩長5メートル未満の情認は街路幅日とー去させることが出来る。

ハ 情~，之本道とする.但しヱ!'I lll過分を地元負担として虫久情活怖としたい場合l:!. 干 め本古と灯

合ぜられ皮"0
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資料 6. 8のつづき

思災担只街路む考扇面凶

50 m 

20m 

36m 

三号 庖 !I~ 項

l 車道のij7 ~~1なは中央を道け歩道沿としJi勾配とする (4-5 :，)。

2 歩ιiS~!長選にする.t.~告にも変1l!せ白 ttな怠計にする。

3 緑者?の \t石11 m: ~cr!!rとし拡木. :o: rE~悶えるなど必要ある時は駐車なをJ\の中 i二取る。



-格を重視した横断面椛成の決定

(2)節目としての要所

a .駅前広場

円1に駅 Ijij広場が整備されるだけではなく、その内部に植裁がなされる、ロー

タリ-}f;状がl*用されるなど 、質の I41い鐙怖がなされている場合や、その駅前

広場にその郡市の中でも幅員の広い(格の高い)街路がとりついている場合な

と、駅前広場を丞視して整備された郡市が、 62都市にのぼり、全体の約 6割と

な っている 。 標準に駅広場標準が設けられていることからもわかるように、戦

災復興計聞において駅前広場が車視されていたことがうかがえる 。

写ょ'L6. 3. I Iの長岡のようにその都市の主たる街路が駅前広場に災当り、

駅前広場内』こはその街路の焦点の位置にアイランド等が設けられている以合が

ある 。 前述の熊谷市の成沢氏の発言にも 「街にいき先ず何を見るか 。ー に庁舎、

二に駅、 三 に商l苫街である 。」 とあり、駅を街のシンボノレの ー っとして与え、

その γ ンボノレ性を高める効果をもねらって、駅前広場が盤備されたものと巧え

ることができる 。 また、写真 6. 3. I 2の甲府の様に必ずしもビスタとな っ

ている訳ではないが 、街路の焦点を重視しているとい っても良かろう 。

-駅前広場の重視

・j}jの中心性の表現

. シンボノレ性の付与

・焦点の重視

b. 交差点(ロータリ一、クランク 椛造)

戦災復興街路計画では 、交差点がロータリーやクランク形状にな っているも

のが非常に多く見られる。

通常の交差点設計で考えれば、交通容笠的にはロータリーやクランク形状の

交」差点は、信号制御等による交差点、に比べて不利であり 、そこには交通虫をmt

すという思:倍以外のものがあったと与えられる。

仙台においては前渇図 6. 4. 8 a仙台 、勾当台公園附近拡大図に見られる

ように、i.E禅守通りと東 2番了巡りの交差点が、クランク形状とな っている 。
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この形状について、端部の公園の写iで述べたように、当時仙台市復興局長であ

った八巻万夫氏は 「なお、この単調さを補足するために当初計 l凶の線形を変更

して勾当台公園の西側を迂回して、北側に緑のカーテン(勾当台公園)を残し

たのであります 。 これにより交通上の問題もありましょうが、これほとまでに

緑 J!:~ 屯の熱意のあったことを認めていただきたいのです 。」 と述べており、交

通上の問題が生じることはポ知の tで緑のカーテンを造る、すなわち焦点を重

視しそこに緑を配するという巧一ぇ jjがあった訳である。また、戦災復興当時技

師として、仙台にいた塩原三 郎氏は 「南北の軸となる 50M道路が県庁付近で屈

曲することがきがかりであったが、現在、県庁公園の緑化によって社のf，l1のセ

ンターとしてふさわしい姿となった J (都市計画の旅 昭和 61年 2刀発行)と

述べており 、その線形については当時から!懸念してはいるものの、あえて採用

したことがうかがえる。ただし、この交差点については 、近年地下鉄の他設と

同時に b のように交差点改良された。

今治ではクランクとロータリー精進がともに採用されている。今治駅から市

役所を jill今治港を結ぶ広小路線(現在は、県道今治市役所線と県道今治港線に

なっている)は市役所の前で屈曲している 。写真 6. 3. 1 3、写真 6. 3. 

1 4などから今治の部分拡大図を作成すると図 6. 3. 1 8の織になるものと

恩われる 。今治停車場線は、駅側に駅前広上品とロータリーを持ち、反対 mlJ(市

役所側)にもロ タリーを持っており、今治港線は片方に市役所とロータリ一、

港側は広場(港務所前広場)を設け、そこにロータリーを設けている 。 この広

小路線については 、今治市の駅と港を結ぶ一 番の幹線であり、通常に A考えれば

一直線に結ぶのが普通であろう 。広幅只街路を分節しその単調さを防ぐととも

に、r!J役所を広幅員街路の焦点として位置付けたと言う恩怨、を読取ることがで

きる 。

クランク形状の街路については 、必ずしも時代が周じではないが 、石川祭繰

氏はその著書 「都市計画及国上計画 J (昭和 16年発行)のなかで資料 6. 9 

に示す記述をしている。クランク形状の交差点はこの Terminal vislaと同様の

形状と言ってもよく 、当時ビスタの思旬、があったと言って良かろう 。

ロータリー締造は非常に多く見られる。宮崎では市内の最大の斡線上にロー

タリーが設けられている。写n6. 3. 1 5を見ればわかるように、非常に大
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図 6. 3. 1 8 今治部分拡大図



資料 6.9 

)';1;:皮場に ~gナるー， ニの原則 此は主として RaymondUnwinの訟にLる
A 一一一一〕ー-ー ー. ー 一-
j竺?~岳更引古がミR宍R以は殴f喝引品釘i沼再成C町戸川1(，ο一主して Tc町r円rmlπml刊mnげ川n叫1

'.;ずτ居る.

此は道路うD阪拐を現た時その悶を封十可骨子法(CI叫である-

QPちE占絞D如吉E見訴は夫々 A，

11. C，D おにて Terminalvisla 1. I・I n i 

5献する・ 乙D如立は E F lfiコヒ _)!~ 
VLtαose it十不可であると | ム十lil..ー~rrr-
なす. I ? ι 

又第二原口1)としては防省の感 !ii 85 同

じ主~羽 Tるために出来る丈{ß話係主後退せしめよとする .

些竺f'r
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1.1.1号線桶jill綿復興陸{隔週り 6丁目よりロ クリ一万面を盟む)

写)'<6.3. 15 Z的
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きなロータり であり、またその中央の 7 イランド上には l本の高木(榔子)

が認められる 。 この街路構造では沿道のiJ!物が散漫なため l明fr!1'なビスタ・アイ

スト y プ構造とはなっていないが、この樹木はビスタの位世においであるとい

って良¥¥ 0 このロータリーは焦点を，JjIIIし街路景観にアクセントを勺えること、

また街路を分節化することをねら ったと与えることができる 。

宮における一宮駅前線(政大幅員 36m)は、図 6. 3. 1 9一宮拡大図

に示すように両端に駅とロータリーを持つ椛造となっている 。 この 宮駅前線

は、駅前で T字交差しているとともに、もう片方がロータリー交差点で、交通

処邸!上は極めて不利な形をしている 。 また、前褐図 6. 3. 6をみてもわかる

ように 、それほど交通上重要な路線とも言えない 。 乙の 一宮駅前線の計画 ・設

計思悠!には駅前地区の防災に配倍すること及び焦点を重視し駅前のシンボノレ道

路とすることがあったと思われる 。 また、戦災復興計画でつくられたロータリ

ーのほとんどがその後のモータリゼイゾヨンに作い交通上の問題を引き起こし

取法されたのにたいし 、一宮ではその交通上あまり重要でないことや不利なこ

とに原因したものと思われるが、昭和 62年現在もロ タリーが絞 っている

(写真 6. 3. 1 6一宮ロータリー) 。

.焦点の重視(ターミナルビスタ)

・広幅貝街路の分節化

.緑の尊重

c .交差点(街角必|徐)

'号只 6. 3. I 7、写真 6. 3. I 8、写n6. 3. I 9に示すように、交

ノ主点では街角の関除を行な っ ている 。 この街角の~~除については、子行却1 復興計

画lで初めて規定されたものであるが 、戦災復興の計画標準でも明確に記述され

ている 。前掲の写真ーをみてもわかるように、当時の街角に iliつ処築物は当然で

はあるが交差点側 lこ建築の正面を向けているものが多く、街路氏在日にアクセン

トを与え 、交差点空聞にアメニティー機能を保|略しているといえよう 。 jfft論、

街角の~除は交通工学的思白が J:: であるが 、 交差点空間のアクセントやアメニ

ティー機能を保障するという考え }jも存在したのではないかと Hl，nlrJすることが

できょう 。
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.7メニティー機能

. アクセントの演出(鼠:観的自己泌()

d. 7イランド

前掲の駅前広場や 、 ロータリー交差点の写真をみてもわかるが、アイランド

には植栽が施され、場合によっては写Jl6. 3. 20のように rn民の怨える小

公園として提供されている場合もある 。

殺風;立になりがちな交差点、に、小公園として利用できる 7 イランドを設ける

ことにより、歩行者の安全を担保ーするとともに 、交差点内の修;互にも配JEし歩

行者のアメニティーを保障していたと与えられる。.7メニティー機能

. アクセントの演出(景観的配 H'!!.) 

・ hl'i.l&による景観的配慮

.避難空間

3 )ディテール

a 屯柱

前倒資料 6. 7の復興土地区画竪埋設計標準の街I郊のへの現に 「応舗街その

他長1主主主を予怨される街郎には、'.UIJ通路(幅l::l.1. 5メ トノレ -2メート Jレ)

を設けでき得れば電柱をこれにいれる。 一般の住宅周回地においても 、できれ

ばこの方針による。 Jとあり、 t日目を ili物の裂側に配置するという配慮がみら

れる 。 これは屯柱の辿物の裂側への自己位により表仰jの景観の繁維さを避けると

いう民観的な配慮によるものと思われる 。

・ 街路景観の繁雑化の回避(屯位の辺側設置)

1 ) ある土木技師の 'je白叙伝 :111相:iJJ自11 昭和37年 11月12i=l発行

2 )郎 riiiHi面 144号

388 



¥
1
j
'
 

、一ml
h
f
 

紳
近口

門
汁
杭
拘川

h河J
“斜F
 

仇

r手'ν 完

写真 G. 3. 20 

- 389 ー



6. 4 まとめ

6. 4. 1 戦災復興計画におけ る街路の特徴と思想

戦災復興Jtllの復興都市計画から読取 った街路の計画 ・設計思怨をぷ 6. 4 

lに示す 。

その思:忽について概略のまとめを述べると、まず 、震災復興比11の帝都復興都

市計阿においては 、吉田市の'，'j杭形成の担保、絡の重視、 y ンボノレ性の ill lJ~、街

路の t.'Tlb化などの思想がみられ、 「 都市の'丹格として街路空間を ~I 国i ・ 設計思

怨する思想Jが非常に重視されているといえる。

また、アメニティーの担保 、景観的配慮に関する嫌々な思怨もみられ、 「魅

力ある街路空間を計画 ・設計する思怨 」 も存在したことがわかる 。つ まり、街

路が都市において交通空間としてだけでなく 、人の存在する快適な空間である

べきであるという認識があったといえる 。後述の避難空間とも関係するが 、魅

力ある街路空間の自1]出と関連して、河川・水路などの他事業と 一 体的に街路を

計l凶 ・設計するという思怨もみられる 。

防災(防火 〕を図ったり 、避難空間を ill]1:l:¥する 「非常時にも対応できる街路

空間を計阿・設計する思想」 は、防火道路の設住や避難空間の重視という形で

洗われている。戦災時の空製による火災の被害の経験によるものと A哲えられよ

つ。
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表 6. 4. 1 

f 

現点 特徴 思想 背景

-十文字もしくは T字に広 -都市の骨格形成 -当時の技術者へのヒアリング、回顧録等
偏見 í}j~告が配置されている -防火(防災) により 、防火を主目的として市街を大分自l

日l-'fli していることが明 らかにな った
-戦災地復興基本方針に、街路網の計画 は
都市の性格を考えるこ とと いうことが明記
されて いる

絡の呉 -基本的には格子状の街路 -幹線と目抜き通 り
なる街 パタ ンである 表通りの区別
路の配 -放射型、軸線尊重斜角型 -駅前における放射
置 などの街路パターンもみら 型の街路配置の採用

れる -裏通り、横丁、路
-駅前に放射型に街路が配 地の設置
置されている . f.革々な絡の街路の
-目抜きii!iり、表通り 、交 配置に対する配悠
通幹線、裂通り 、横丁、路 -特殊街路に対する
I自の係々な絡の街路が存在 配股
している
水辺の道、プロムナード

などの特殊街路が存在して
L、る

-広幅員街路の端部に重要 -防災 街路計画標準の中に 「重要公共施設の配
施設 (γ ンポル施設)が位 -視点場の並備 置計画に即応して広路または広湯を設置し

E重姿』包 置するように配置されてい 焦点の重視 て都市の防災ならびに美観に資するこ とJ
互設との る -街路の主事由化 という規定がある
内l関連 -特に駅前には広幅員街路 -街路の y ンボル化

が配置されている場合が多 -重要胞設の γ ンボ
里 L、 Jレ性の強化

'!IRの重視

大規|見 -広幅員街路の端部に公図 . J.主点の重視 -当時の伎術者の記述にわさ'わぎ端部に公
都市公 が位位するように配置され - 緑の~~重 図を配置し緑のカーテンで視線をとめたと
図との ている -防災 いう意味のものがある
関辿 -防空指導要領に中に防災のため公図はi釘

路に接することという怠味の記述がある

-河川 ・水路を広幅員街路 -河川 ・水路とのー -戦災復興誌の各都市の河川・水路をI佼込
の中にI奴i6む形で一体的に 体設計 んだ街路の計画の記述の中にIVj火の(也、 fよ

|品l析I(日路側している -防火(防災) 民の保安、観光道路なとの記述がみられる
I，~成 -歩道幅員が広い -観光 -当時の技術者へのヒアリングか ら鋭水性

遊歩道を広幅員街路内に -保安 や快適な歩行への配112の符在がl引か とな っ
l叙込んでいる -歩行者の快適性 fこ
. 0111方分離帯を設け緩i.ili!ll . i封筒の γ ンポル化 -当H寺の新聞記事で水路を含むiJi路を剖lili
iuをijtJ位している -辺1ii!:i:'I:rJ の y ンポル として倣 っている

ー íJj ~ 1:í の 絡によって、十早々 - 歩行者 ~ I/l l の 配 iI . í}j~品計 画 t;~~ tVi の 七，1~1;J析 日日でも tb ùl は全幅
なf品i析[而f附v(がとられてい -緑(並木)の重視 の1/2程度を占めている
る -路上駐車への配的 施行要領に 、広幅只i}j路で 1;t.!lli旦は必要

-絡を重視した陥住rri註小限とし伐りを線引にする という規定が
而椛成の決定 ある 、また綜'tii"の中の駐車以についても触

れている
l、、-ーー
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ま6. 4. 10"''''き

百点 特徴 思想 背景

-植栽やロータリーを{半う -駅前広場の重視
質の高 L 、整 ~1f1が行なわれて -街の中心性の表現

駅前広 いる シンボ Jレ性の付与
場 -駅前広場に幅員の広い( -焦点の霊視

絡の高L、)街路がとりつい
ている

広幅員街路状にロータリ -焦点の丞視 -交通処理的には明らかに不利でる
一、クランク形状の交差点、 -街路のアヲセント -石川栄耀氏のSloの著書でヲランク形状的

交差点 が設けられることが多い (分節化を含む) 交差点を 7ーミナノレビスタと紹介している
-街角のWJI珠が行なわれて -緑の尊重 -前述の公図とクランク形状の交差点で緑
いる .7メニティ機能 のカーテンをつくって い る

-ほとんとのアイランドは '7メニティ機能
7イラ 植裁が施され、噴水やベン (小公図)
ンド チ等のストリートファニチ -街路のアクセント

ャーを備えている場合も多 . )正観的自記JiJ'!.(悩殺)
-避難空間

v電柱 -街路長観の222匝化 -区岡整浬の規定の中に、裂通 りを設け、
の回避(電柱の裏目1) そこに電柱を設置するという規定がある
設置)
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6. 4. 2 戦災復興計画における街路 の計画 -設計思怨

まず、，jii提条件として 、戦災復興計画は戦災からの復興の訂 l出であ り、J占本

的には市街地の干q盤的計画であるということが指摘できる 。以 下 、分析の視点

に沿 って、考察を進めていく 。

(1)街路網配置計画

a . 都市の秩序づけ

まず街路ノマターンについてみていく 。

若干の例外はあるものの、ほとんどの戦災復興都市において、炎 j血幹線や 1-1

抜き iillりを l紬線として椛成される格子状の街路パターンとな っている 。戦災復

興誌には基盤型 、放射環状型、情状型 、斜角型或いは之等の組合せによ って街

路網を計画したとあるが、 4主費量)¥)1 (絡子状)以外の街路網は非常に少ない 。斜

角型にあたるかどうかは明らかではないが、基本的には格子状の街路配置であ

るが、ななめの唱曲線が存在するため、傾いた複数の格子状の街路網が組みあわ

さ った形の街路網も数都市でみられる 。政射型の街路パターンは数1lI1市でみら

れる程l立であるが、この放射型の街路パターンについても交通処問上のもので

あり 、平面図でみるとやや liXA.J型にみえるということであり、いわゆるパロッ

ク部 rlHI肉的な 、広場などを核として l氏射型に街路がひかれているというもの

ではないと考えられる 。 また局目(r的に駅前のみ放射型の街路配置とな っている

都市もあるが、この駅前のl放射型の街路配置は単に交通処埋上の街路 パ ターン

というだけではなく、駅及び駅前広場を骸とした街路パターンであるといえよ

う。 すなわち 、戦災復興計画における街路網構成は基本的には格子状の街路 パ

ターンであり 、帝都復興計画、相模原軍部計画の流れをくむものであると同時

に、京城や H合爾浜のHii!TIと|司械の形態であるといえる 。 また 、駅近傍にのみ政

身、I状の街路パタ ンが名残の慌に伐 っていることについては、まさに南部復興

~I 画 、 相模原軍都 ~I 匝TI と I可憐であるといえよう 。
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次に街路の階l百数についてみることとする 。

郡市によって異なるが、街路計画で決定されていることの多い、交通幹線、

円抜き iill り、表 J湿り、区[困繋 !~U における区画1[IJ m路として鐙備されている、衷

通り、横丁 ・路地の 5段階の|絡胞がみられることが多¥¥ 0 日j左き通りと点適り

が判別しにくい(小さい都市の場合片方だけなど)場合や、また裏通りの (jイE

が明確でないような場合もあるが、中には横丁と路地のわl別の可能な都市もあ

る。また、河川 水路を断面内に取込んだ水辺の道や、滋歩道を断間内に取込

んだプロムナード的な街路、 I0 0 m道路に代表されるいわば公図道路の織な、

特殊街路も存在している。

特殊な街路の存在を別として身えれば、 i正本的には河町l復興計阿、 HJ1.具 I)~( '1I 

m計画と同憾であるといえよう 。

b 釘;"1の分割

十文字 、 T字の広幅員街路の配置を始めとして 、広幅員街路 によって市街地

が大分割されている。戦災という災筈からの復興計闘であるから叶然としても

各郡市の計阿の中に 「防災、防火 」 という言葉がしばしばみられること、重?1

施設の防災に配慮していたと考えられる重姿施設の前面への広幅貝街路の配位、

避難場所の役割ももっていたと与えられる公園と広昭氏街路の隣筏配置など、

郎市内にオープンスペースをとることによる防火にあjする配応'の存在、さらに

は当時の妓術者が直接広幅員街路によって郎市を分割することによる都市の防

火を述べていることなどから、広幅員街路によって市街を分割し、出i市の防火

を図るという考え βが戦災復興計画に存在したといえる 。 乙の考え }jは、予告白出

復興計画、京城の訂 l'町、相模原市町;~i 岡]と同僚のものである。

c 都市の顔づくり

広幅員街路はもちろん防火道路としての役割を持っていたわけであるが、円

常の使用においてはnrijZsしたように、交通幹線 、 目j左き迎り、表j通り、特殊街

路(水辺のi草、プロムナ ド、公園道路)などの絡の街路であったと与えられ

る。特殊街路については観光道路といった性絡をも合わせ持っている場合もあ

っfこ。
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五E準のI:IJでも重要胞i没と述係したその前回への広幅員街路の配立がうたわれ

ているが、ほとんどの戦災復興郎市において広幅員街路が駅や公共の悠築物

(県庁 、市役所な ど)の前面に自己位されている。その広幅員街路は、駅や公共

の~築物で行止まりとなっている場合が多く、基本的には交通幹線とは区別し

て与えられていたと思われ、日抜き j通りとして位置付けられていたといえる 。

目抜き迎りについてはもともと駅をはじめとする象徴性の高いものの前面に

配置されていることもあるが、焦点を重視したデザfインとなっている ロすなわ

ち、この象徴的な建築物や公闘などが焦点の位置にくるように配置するという

ことがまずあげられるわけであるが、交差炉、にロ タリ一、クランク形式を採

用し 、視線を止めることによって焦点を重視するような演出のデザインも頻繁

にみられる 。特に駅前には目抜き iiliりとしての広幅員街路が必ずといっていい

ほど配置されており、また駅を中心として放射状に街路が配置されている場《

もある。また 、駅前には組栽やロータリーを伴う質の尚い駅前広場が鐙備され

る場合が多い 。駅及び駅前広場を街の原点として 、 また惚数の街路の焦点とし

て、重視し、駅と駅前の目抜き通りを一体に設計することによって都市の鎖づ

くりを配熔していたと与えられる 。

すなわち、戦災復興計画においても、帝都復興計画、新京、京減、 11合爾浜の

外地の計['町、相模原Jl!d日計画と同級 、街路をもって郎市の顔をつくるという思

怨が存在したと考えられる。ただし、戦災復興計画における都r!iの顔づくりは、

後述する斡線 ・目抜き通りの設計とも関ill!するが 、それ以前の計画に比べて微

々な形での顔づくりを行なっており、その内容は多織化したといえよう。

(2 )幹線 日政き iill り設 ~I

a .焦点、の配慮

戦災復興計画の街路計画標準の中に 、 「街路の配置にあたっては例観を重視

し建造物、公図、 [l[i~ 等を背品とする美観道路を配置すること 」 という焦点の

配慮を示した記述がみられる 。

実際の戦災復興部"1の計阿をみても、目抜き通りについてはもともと駅をは

じめとする象徴性の高いもののがI[却に配置されていることもあるが、焦点、を，Tr
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視したデザインとな っている 。公共施設などの重要施設の前面に広中国民街路が

配置され重要施設が街路の焦点に位白していること、城などの歴史的住造物が

焦点の位置にくるように広幅員街路の配置を決定していること、駅がちょうど

焦点の位置にくるように広幅n街路の配置を決定している湯合が多いこと、広

幅員街路の端部に公園を[立E立させ視線を緑で止めるという配慮がなされる場合

が多いこと、また交左点にロータリ一、クランク形式を採則し視線を止めるこ

とによって焦点を ill視するような演出のデザインも頻繁にみられることなどか

ら、峨々な形で焦点、を章者』していたことがわかる。

駅を目抜き j盛りの焦点として扱っていることは、ベック 7 ンの官庁集中討剛、

ロγ7時代の l喰爾浜の計岡、長春の満鉄付属地の計画、帝都復興計四、 flH草原

軍剖1計画と同憾のものといえよう 。

ill要施設、特に宵庁系の ill築物を焦点として扱っていることは、ベ y ク7 ン

の白'庁集中 ~I 画、京城の計岡と同械のものと考えられよう 。

城をはじめとする廃史的建造物を焦点として鍛っている場合もあるが、歴史

的住造物を寺社、 ii1¥!'1f:・を含む象徴的処造物のひとつとして考えれば、ベ y ク7

ンの宵庁:m中計阿(品\!)、ロシア時代の晴間浜の計画(中央寺院)、 J~ 城の ~I

画(南大門)と同線であるといえる 。

ロ タリー交差点の採用による焦点の配慮について、ロータリー交左点、を含

む街路の平凶I図上の形態は、交差点をロータリー形式の広場とし、そこに象徴

的な建造物を配位し街路のアイスト y プとして、ビスタ ・アイストソプ景観の

形成を図った、西欧の典型的な例としてノマリのエトワール広場、本研究で調べ

た、ロ ν71時代の恰爾浜の計画の中央寺院の存在する市立占街と大直街との交差

するロータリー交差点 、京J}，点の言|匝iの南大門の存在するロータリー交法点など

の、平面図上の形態とほとんど同じである 。 ロータリー交差点は交通処l']とい

う観点からはやや不利なものであり、これらを考えあわせれば、平面図」ーのこ

とではあるが、交差点をロータリー形式とすることによって、焦点に対する配

慮を払っていたともいえよう。しかし 、 ロータリ 交差点内に象徴的な住造物

が存在していることはほとんどなく、何例か[白木が植えられている場合もある

が、ほとんどの場合、植栽がされているのみで、街路上に視点をおいたことま

で怨定した焦点の配舷があったか否かは明 f昨でない 。 平面図上で焦点の配慮が



読み取れるロータリー交差点の採用については、長春の I前鉄付属地の計画、新

点の計悶(ただし、大同広場に ついては一応の絵ではあるが、ロータリー内中

央に崎状の構造物がみえる)、相模原市部計画と同織であると与えられる 。

公園を目抜き iillりの端部に配世し、視線を緑で閉じるといった形での焦点の

配慮、クランク形状の交i差点の採!日による焦点の配慮は、 Ij設災1!l:ll'll.l1画以前の

計画では筆者が調べた限りにおいてはみられない。

ビスタ ・アイスト y プ呆観の演出を巧えていたか否かという点に ついて 身え

ると、戦災復興計画においては、そのi.ll造物等の位誼が完全には焦点の{立町に

ないこと、絞りが並木のみであり弱いことなどから、ビスタ ・アイスト'/7 ;立

観を図解し演出していたとまではいえない 。 この傾向は、干ri都復興計同から -

11したものとして存証している 。

b.一 体設計、連係設計

戦災復興計画における他の施設等と 一体的に街路を設計した 一 体設計につい

ては、河川 ・水路を断面の中に取込むといった形での河川 ・水路との 一 体設計

があげられる。また、駅前広場、稲詰広場については、法準の中に 「卜分な広

場を設くること 」 という記述もあり、街路の計画と 一 体に設計されていたとい

える 。

他の施設の存在もしくはその設計に配慮し連係的に街路を設 ~l・したi1!係設計

としては、広幅員街路の端部に公闘を計画し公園の緑によって視線を閉じると

いう形での公園と互いの位位関係を A係させた述係設計、設'!:!施設(宵 If系ili

築物)、駅、城などの歴史的主主造物との述係設計があげられる 。

公園との連係設計については、市区改正計画、新京の計画、相模n;i軍部計画

にみられるが、どの織に一体にもしくは連係して考えたかという内容が見なり、

必ずしも同線のものとはいえないが、公園と街路を関速させて巧えるという点

では共通しているともいえよう 。

河川 ・水路との 一 体設計については、戦災復興以前で の日後き jillりの計画 ・

設計を含む街路計画ではほとんどみられない。ただし、河川 ・水路を断面の中

に取込むといった形での河川 ・水路との 一体設計とほとんど閉じ形 のものが 、

7メニティ街路の系譜上の *1λ保他道路でみられる。
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締結広場との 一体設計は帝都復興計画の流れをくむものと有えられる 。

駅とのi!.I!係設計については、帝都復興の ifrtれをくむものであると考えられ、

一貫していづれの計阿でもみられるものである。駅前広場については戦災復興

計l遁以前の Hi薗では街路計画の 一部として捉えており(戦災復興計画において

も駅前広取は街路HiJuiの中で位置付けられている)、特に 一体設計、 ili係設計

の対象としてはあげていないが、駅とのiliif.設計において必ず駅前広場が訂 11国

されており、駅との iillif.設計と同線 - l'.tしたものと考えられよう。

ill2，g施設特に官庁系のw築物との述係設計は新京、点 JJ，氏 、l冶爾浜の外 l也の計

画でみられるものである。

歴史的悠造物を含む象徴的な建造物との連係設計は京城の計画でみられる 。

c 道路敷内の景色~設計

街路計画標準の標準断面をみても歩道の幅員はほとんどの場合全幅員の 1/2

程度となっており、交通電による積み上げではなくパランスを与えた横断固椛

成を探肝jしていたと考えられるとともに 、広い歩行者空間jを設けるという配必

もあったものと考えられる。

駅前には目抜き通りとしての広幅員街路が必ずといっていいほど配置されて

おり、また駅を中心として放射状に街路が配置されている場合もある 。 また、

駅前には植栽やロータリーを伴う質の高い駅前広場が整備される場合が多い 。

駅及び駅前広場を街の原点として 、 また IU数の街路の焦点として、重視してい

たと与えられる。また、焦点の重視とも illなるが 、重要施設(象徴的佳造物)

のが~i茄に広幅員街路を配置したということは、その悠造物をみるための鋭J示場

を用意したとも考えられよう。

目抜き通りにおいて緩速車線を持った 4?iIJ植栽の横断面構造が採用されてい

る場合もよくみられるが、この場合でも首ij述の織に焦点、を重視している場合が

ほとんどであり、緩i!!lι11線の設置の必要性から綾断面となったのではなく 4?iIJ 

植栽をもっ綬断面の横断面椛成によって n抜き通りの絡を表現していたと布え

られる 。交通幹線についてはそのデザインも機能的なものであったが、その街

路が、交通幹線であると同時に表通りが]な性格も合わせ持っているような場合

には緩i!!l車線を持ち、 4?ilJ植栽の繊断面椛造となっている場合も多い。
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次に、並木による街路足観 の演出 が指摘できる 。ilii述したように 4列 の、並木

が設けられている街路が多く、またそれ以外にも中央分離得の並木を 含 む 371J 

J~ 木 、 通常の歩道端の 2 列並木など、交通だけを担保しているわけではない広

幅員街路には必ずといっていいほど岐木が整備されている 。緑を呈似し、仰木

による街路長続の演出を図 っていたと思われる 。 また、 4、 3、 2?fIJの、佐木は、

街路を横断I万向に視n的に分離することによ って、 その空間の冗長性をカバー

していたとも与えられる 。 街路 の並木、その他の場所における他裁な とは、;主

観 tの配慮だけではなく、歩行省など利用者の快適性にも配慮していたも の と

ど一えら hょう 。

交差点では 、 ロー タリ 一、 クランク形式がかなり採用されている 。 これは前

述した焦点の配慮と同時に広幅員街路を申曲線方向に分節化し、その冗l三十1:を防

いでいたとも鋭解できる。

また、|偶切がなされた交差点、も多く 、街路を交差点部分でふくらますことに

よ って、街路景観に 7 クセントを号えるとともに 、周囲の悠築物をみる視点峨

を生みだしている 。隅切りのなされた交差点周囲の建築物も交左点側からの正

面性に配慮したデザインとな っている場合がある 。

広幅員街路上に設けられた、交i査点広場的な広場内の 7 イランドについては、

植裁が施されるとともに噴水 、ベンチ等を備えている 。 前述したように、この

アイランドは 、 街路民観のアクセントとなっているわけであるが、~差点l村の

7 イランドも景観に配舷してデザインされていたと 言 えよう 。

交差点広場内のアイランドや駅前1:1;助などには植栽が施され 、噴水 、 ベンチ、

交番なとが設けられ 、小公図的に整備されており 、広幅員街路上に小公l羽を設

けるという 、 ア メニティにたいする配慮があったものと考えられる 。

このように 、植栽については、並木だけではなく交差点内のアイランドなど

にも設官 Iこ植栽されており、緑を重視し 、緑による街路京観にあjする配JEの存

在が I明らかである 。

屯t1については実例まではわからないが 、区画整埋の規定内に敷地の辺側へ

のUJ柱の配置に関する記述があり、;u柱を裏側に配置することによ って、街路

El:程Jlの繁雑化 を防ぐという配肢があ ったものと考えられる 。

後述する特殊街路として解釈しでもよいが 、 目抜き迎りや表通りクラスの街
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路においても、河川 ・水路や遊歩道をその断面内に取込んだ例が散見される 。

特殊街路のうち特に河)I[・水路と 一 体に設計された水辺の道については籾水

性に対する配慮があったものと考えられる 。水辺の道以外のプロムナードや公

園道路についても歩行省に配践した余俗ある断面であるとともに、これらの街

路の性絡を考えても、 7 メニティに対する配慮があったことは明らかであろう。

また、水辺の道やプロムナード、公園道路のように、街路内に、河川・水路や、

遊歩道 、公園を含む、特殊街路の場合は、機能的にも視覚的にも広幅n街路を

横断 Jj向に分割することによ って 、そのtE聞の冗長性をカバーしていたとも巧

えられるわけである。

特殊街路については、観光道路という記述もみられ、街路がその剖1r1iの観光

対象の ー っとして考えられていた場合もあったのである。

また、戦災復興街路の ~l 阿の記述の中には 「 保養 」 という言葉がよくみられ、

住民にとっての健康を含むアメニティに対する配慮がうかがえる。

(3 )アメニティ街路

ljij主sした水辺の辺や遊a主j且を含んだプロムナード、公園i道路などの特殊街路

は 7 メニティ街路の系譜上に位置付けられる。

しかし、戦災復興計画において注目すべきことは、アメニティ街路が、公園

の計阿として、もしくは巾独のアメニティ街路の計画としてのみ存在したので

はないということである 。戦災復興部i[Jの街路計聞において、口抜きjj]jりクラ

ス、もしくは目抜きjj]jりではないがその郎市では骨格をなすような表通りや、

シンボノレ的な街路において、その断面の中に、河川 ・水路や、遊歩道を含んだ

横断面構成が取られている場合がかな り見受けられる。すなわち 、戦災復興計

画以前の 7 メニティ街路の系譜でみられた、アメニティ lこ配慮した設計刀法が、

戦災復興計画において 一 般の街路の設計に収入れられたのであるといえよう 。

特に、戦災復興計副のI註大幅員の 10 0 m街路に ついてはアメニティ街路の

系213上に位置付けられる、新京や日合爾浜の公園道路の影響があったともいえる。

しかし、その設計については、新京や H合間浜の公園道路と同級であるが、中央

に広幅員の公園をおいているため I本の街路としては認識されにくいことも身
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えられ、もしくは沿道の辿築との 一 体性がないため沿道ill3在の品さが足りなか

ったりまたその形態がみすぼ ら しか ったりして 、 10 0 mもの広幅只に対応し

きれず、どうしても冗長なあえていえば締りのない空間とな っている場合もあ

る。 すなわち 、外地 のt，!阿における公園道路の経験を経たものの 、 I0 0 m も

の広幅員の街路については景観設計という観点にたてば必ずしも満足できるレ

ベノレ lこまではいたらなか ったといえよう 。
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7. 1 街路縞配置計画の系譜

7. 1. 1 都市の秩序づけ

部市の秩序づけの系譜は図 7. 1. 1に示す織な流れとして核開することが

できる 。

lリ]治初期の銀座kf!瓦街の計四lにおいてもみられる格子状の街路 パ ターンは、

市区改正計画に受継がれ 、帝都復興計画 、相模原軍昔Il~I 園、戦災復興計阿へと

-11して受継がれていく 。戦災復興計画では 、都市数が多いため、政身、I状の街

路パターンの都市も、格子 ←斜路の街路パタ ンの朝日市も数郎市みられるが、

法本的にはほとんどすべて裕子状の街路 パ ターンであ ったとい ってもよい 。 市

区改正計画の芳川案は、 l次身、Jj)(の街路 パ ターンとしてあるが、交通処1']の観点

からみれば放射環状型とい っていいということであり、いわゆる パ リにみられ

るような複数の交差点広場を広幅良街路で結び放射状の街路ハターンとすると

いうパロ y ク都市計画の政再I状の街路パターンとは芭:を見にする 。

絡子状の街路パターンに斜路を加えた、絡子 +斜路という街路 パ ターンがこ

の系譜の途中 で出現している 。我が同の計画ではないが、ロゾ 7時代の l拾爾浜

の計画でみられ 、孜が同の計画としてはまず長春の満鉄付属地の訂 llujでみられ

る 。 j立城の?ñ l 次 Hi函でもこの絡 f + 斜路という街路パターンの ~I' [1町が立案さ

れるが、計画が見直される毎に斜路が袋を消していき 、結局は格子状の街路 パ

ターンに落首いている 。 京城の ~ I' iifiiにおいて、斜路が姿を消してい った大きな

~囚として、市街地の再鐙 úiiì ，lI" iifii ゆえの制約条件の存在があげられようが、必

ずしも制約条件のみが斜路の符在を消し、格子状の街路 パ ターンとしたとはい

えない 。恰爾浜の計画においては収作の街路パターンとして格子 →斜路のパタ

ーンが存在したわけであり、ロ y 711.~ 代の計画も十分参考にしたであろうこと

が与一えられ、 また新市街地目|阿であるにもかかわらず、基本的には佑子状の街

403 



路パターンとなっているからである 。

Ijij主15したようなパロ y ク胡lr↑JHi薗にみられるような放射状の街路パターンは

H[ilijのみに終ったべ y クマンの白げ集中計聞と 、外地 の新京の訂 lilijにみられる

のみである。新京の都市計同は満州同の首都計画であり、また新市街地.111TIrjで

あるからこそ、その計画省がかなり))を入れて、かつ忠つがままに，11凶!したか

らこそ、このような欽射状の街路バターンが実現したのであるともいえる。し

かし、このような放射状の街路パターンが当時の都市計画おの出怨であり、そ

れが実現しなかったのは制約条門ーによるものであるとはいえない 。 H合間浜の計

画も、相模原軍部百十両も新市街地の計画であり、前者は外地であるから、また

i長身は軍部の盤備という大義名分のもと 、かなり思うままに計同できた待であ

る。しかし、この両者の計闘とも、絡子状の街路パターンとなっており、欣射

状の街路ノマターンはt1(JiJされていない。放射状の街路ノマターンについては 、前

述したように結局あまり採用されていないわけであるが、駅近傍のみの~rfr的

な放射状の街路パタ ンは、骨idrlilHUgl岡、相模原軍部.¥1闘においてみられ、

戦災復興計画でも若干の都 rlJでみられる。

I!fJ治初期から西欧を範として郷市の近代化を図ってきたわけであるが、街路

網配 ii'iによる都市の秩序つけという鋭点からみる限り、パリを始めとするパロ

ック的な都市計画の特徴ともいうべき放射状の街路パターンも、絡 f+斜路の

街路ノマターンもわずかに姿をみせたにとどまり、もしくは駅前のみに細々とそ

の痕跡を践すのみで 、結局は我が国占来のものともいえる、格 F状の街路パタ

ーンが支配的であったといえよう。
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7. 1. 2 郡市の分割

防火(延焼防止)を主目的とした広幅員街路による都市の分;引の系譜は I苅 7.

1. 2に示す憾な流れとして整即することができる ロ

l明治初期の銀座煉瓦街の計両もその目的に都市の不燃化があり、íJ!築物 の 品~

瓦造化によって不燃化が図られたわけである 。 しかし、これはあくまで位築物

の不燃化による都市の不燃化であり、広幅員の街路によ って都市を分割し 、延

焼を防止することによ って邸，Iiを不燃化するという考え }jは必ずしも明確では

なかった 。 その後の 1 8 8 1年(明治 14年)の東京防火令においては防火路

線が定められ、建築物の不燃化により不燃化が図られている銀座通りも防火路

線のひとつにあげられている 。 この束京防火令では都市の分割という巧え }jと

な っ ているか否かは明確ではないが、広偏見の街路に防火という機能を Wll~i し

た、防火路線という-4え }jがぶわれている 。

広幅員街路によ って都市を分割し、防火を図るという考え }jが l明確となるの

は、関東大震災による火災の被害の経験の大きかった帝都復興計画からである。

帝都復興計画においては、陶北の昭和通りと東西の大正通り(現的国通り)を

卜文字に配置することによ って都市を分別し 、防火を 図 っている 。 この広幅員

i}I路の十文字型の配置によって都市を分割し、防火を図るという与え }jは桐模

IJ;iJ]J.lm ~I 画 、 戦災復興計 iilií へと受け継がれていく 。

相模原"Ij"f1is計画においては、兵日日廠 rjijの現市役所通りと同迫 16号が卜文字

に配置されているが、その自|匝TI が'ff!都であるから防空(防火)が目的の ill~ な

一部を占めているであろうこと、空挺に立、jする配慮が当時の記述 lこ見受けられ

ることなとから、この十文字型の配置には都市を分割し防火(防空 ) を図ると

いう与え }jがあったと考えられる 。

戦災復興計画においては、戦災による火災の被害の経験が大きか ったこと、

また名戦災復興都市の街路 ~I' i函の中で防火ということがその巨嬰 11(f.Jにあげら

れていることなどから、広幅員街路によって都市を分割し、防火を灰lるという

考え方の存庄は明らかであると与えられる 。 その広幅只街路の配i丘については、
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名占!豆 、熊谷の械に十文字型の配置が明確であるもの、郡市の形状によ っては

T手:型となっているもの、 卜文字、 T字とはなっていないが、大分刻されてい

る状況が明確なものなど械々な形態が仔在している 。

外J也のiiliilliについては 、新 r!i街地olffiiiである新京 、u合側浜ではこの巧え J5の

存在は IりJf<<fではなく 、 市街地の rlj樫備計 l商である京城の計凶で防火をその 11的

のひとつとして持っていると思われる T字型の広幅員街路の配位がみられる 。

すなわち 、 この広幅只街路によ って 都市を分割し、防火を [(1るという 4・え方

は帝都復興に端を発し 、京城の rilffiiiに影響をうえ 、十日似}j)(>j'(胡1~Ili冊、戦災復興

計画へと受け継がれていったとJtえられる 。
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7. 1. 3 郎市の顔っく り

街路をもって都市の顔をつくるという都市の顔っくりの系譜はぽ17. 1. 3 

に示す織な流れとして整理することができる 。

まず、その都市の顔となるような白抜き通り 、 シンボ Jレ性の rJ.]jい街路の存在

についてであるが、銀座煉瓦 i討の ~j- iiIiiに始 って、戦災復興にfEるまで、市区改

正計画では明確でなか ったもののいずれの計画でも目抜き通り、もしくは://

ポノレ性の高い街路が存在したと考えられる 。

それぞれの計画でどの微な街路が目抜き通りとして考えられるかについて述

べていこう。銀座lJli瓦佐?の訂)lITIでは銀座通りが建築との 一体性を持 った γ ンボ

ノレ性の I~ い目抜き通りであ っ た 。 ベ y ク 7 ンの官庁集中計画は、駅、仰、 1.1 会

議 'II堂なとを焦点、の位鐙に持つ街路のみの計画であり、いわば nl左き i湿りのみ

のgl問lであったともいえよう 。手えが問の計画ではないがロ γ71時代の l恰爾浜の

計画においては駅前の申立占街、それに直交する大直街が目抜き iillりとして巧え

られる 。 この 2本の交点、には中央寺院という象徴的な建造物が両 }jの街路の焦

点に位置するように配置されている 。長春の満鉄付属地の計画においては駅前

通りが目抜き通りとして~えられる 。 帝llIl復興計画では、昭和通りもその幅員

や名称から交通幹線としての性格も持っているがシンボル性をも持 った街路と

して与えられるが 、東京駅のw:凶の駅前通り、国会議事堂につながる街路も目

抜き通りとして考えられる 。 また帝都復興においてはこのような広幅員の街路

を目抜き通りとして計画しているばかりではなく、従来の U妓き通り(本 IIIT巡

りや銀座通り)を防火用の路線として鉱幅することなく 、歴史的文脈を尊 illし、

目依き通りとして保存していることも興味深い乙ととしてあげられよう 。新京

の計画においては、執政府 liiiのIllii天大街はシンボル性の高い目抜き通りと与え

られるが、新京駅から南に延び、その中に大規模なロータリー交友点(大同広

助)を持つ大同大街も目政き通りのひとつとして考えられよう 。点城において

は、京城駅から朝鮮総督府に至る街路が目抜き通りであ ったと与えられる 。 こ

の街路は 、南大門、京以府庁を!詔 l凶点に配置する形で通過しており、それぞれ
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の区間で南大門、京城府庁、朝鮮総督府を焦点に持つビスタ・アイスト 1 7の

:i1!続鼠観を織成していた 。 l治問浜においては、新駅とシピックセンターを結ぶ

幅只 10 0 m の興満大路が新市街地中央部の新駅に突当るシンボノレ性の強い目

抜き通りであったと考えられる 。興irl'i大路の両端、新駅と、 γ ピ y クセンタ

側の宵庁(市公署)はいづれも苧[而図上は興満大路の焦点に位行するょっその

配置が決められている 。興 j品大路は、公園道路としての性絡をも っ 120mの

広幅貝街路と同械街路園施設道路と名付けられ、公園を [IJに含む椛造とな って

いた 。 中央部にも J~ 木があ っ たようである 。 相模原軍郡 ~I' [函においては、兵~

廠首ijの市役所前通りが、交通を{早附する役割をも持っていたものと与えられる

が、当時の文献に兵器廠を街の象徴としたという記述もみられ、かなりゾンボ

ル性にも西日熔された街路であ ったといえよう 。 また、駅前通りは交通を保 11申し

ているとは考えられず、 lIRを焦点とした nJ左き通りと位置付けられるものと巧一

えられる 。 戦災復興計画においては、 l.~ 唱の中でも重要施設と:i1!係したそ の l)Îî

面への広幅員街路の配置がうたわれているが、ほとんどの戦災復興郎 rlJにおい

て広幅員街路が駅や公共のi!!築物(県庁、市役所など)もしくは械なとの歴史

的処造物の前面に配置されている 。 その広幅員街路は、駅や公共のw築物で行

止まりとなっている場合が多く、越本的には交通幹線とは区別して宅一えられて

いたと思われ、日銭き i湿りとして (¥L泣付けられていたといえる。特に駅前には

円抜き通りとしての広幅1'1街路が必ずといっていいほど配置されている 。

このようにみてくると主要胞設さ?と関連して広幅員街路を配位し、目抜き jill

りを形成している場合が多いことがわかる。銀座通りでは辿築との 一体性があ

るにしろ、中!j'こ霊長施設等との日正~Æ がなく、単にゾンポノレ性を持つ街路は 、 銀

座通りと、昭和 iiliりの 2例に過ぎない。この 2例以外の目抜き通りはすべて重

要施設等と関連しているのである 。

特に駅と関連しているものは多く、銀座~瓦街と新京の計向を除くすべての

~I 問l において 、駅に関連した、すなわち駅前の 目抜き通りがg..{Eしているとい

える 。

日j左き通りに関連する重要施設として駅についでよくみられるものは'I-':f庁系

の施設である 。 官庁系の胞 iijt と閃:i1!した円抜き通りはベ y クマンの官庁集中~!

阿にみられ、帝都復興計画 、それ以降の新京、京減、日合間浜の外地の引岡、判l
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模原市部 ~f' i菌、戦災復興計画のすべてにおいて存在しているといえる 。

駅、官庁系の施設以外には、城なとの歴史的主主造物、寺社、同Zなどを含む象

徴的lli造物が自妓き通りと|刻速する {r'};g施設としてあげられる 。 これは、べ y

ク7 ンの官庁集中言|画における仰、ぶ械の日 J左き通り上の耐火 IJlJ、戦災復興ilf

iffiiにおける城などの歴史的処造物があたる 。

ri'i .i&したように 、 銀座通りと l昭和辺り以外の目抜き通りはすべて ~rr i!!施設と

|苅辿しているわけであるが 、その重要施設と目抜き通りとの関係を J号えると、

少なくとも平面図上ではすべて {i要施設がその日抜き通りの焦点の(lr.ii1に配置

されているようにみえ、重要胞設を口抜き通りの焦点として促えていたかにみ

える 。焦点、の配E主については次節で詳述する 。
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7. 1. 4 街路の役割分担と;立観設計上の課題

IIij JJjまでに述べてきた、古11rliの秩序つけ、都市の分割、都 rliの顔づくりの相

互供].i!l!、すなわちある街路がこの観点、の内どれを担っていて、どの憾な役割分

担となっているのか、またj}j路がそのような役割を担う七でどの微な泌題が生

じてきているのかの両手を図 7. 1. 4に示す。以下、その|見jiliと課題につい

て述べていく。

lリ1治初期の銀座:(Jj(瓦街計画では、銀座地区においてはその絡 F状の街路パタ

ーンの中で中心を走る銀座通りを口抜き通りとしていた。その目抜き迎りとし

ての「絡の迷いの表現」は設計でも考えられてはいるが 、 その地区の中央を jill

っていること 、従来の日抜きjj)jりであ った本町通りとつながっていることなど

でも表現されていると考えられる。銀座jj)jりは当時としては交通幹線としての

役割も担っていたと考えられる。当然、目政き通りの格を保障するという 、 「顔

の演出 」 という課題があるわけであるが、銀座通りにおいては勿論街路 slI)の設

計(広幅員であること 、並木が あることなど)もあるが 、こ の場合沿道他築の

一体設glということが段もこの課題に対応する方法であったといえよう 。 また、

銀座1*瓦街では都市の分吉1)という A考え }jは存在していない。銀座煉瓦街計画に

おいては、建築の不燃化(:(Jj(瓦造化)によって都市の防火を図っていたのであ

る。すなわち 、 銀座煉瓦街 illl!!iiにおいてはil!~誌と一体に HI凶 ・ 設計が行なわれ

たのであるから当然とも言えるが、目抜き通りに|期する「顔の演出 」 という課

題についても 、都市の防火という課題についてもかなり沿辺住築による対応が

与えられていたのである。

しかし、建築による課題への対応はすぐに姿をけす。銀座~瓦街と同級にlJ1

築も同時に計画された官庁~中 gl' i函において既に沿道生115高の設計によって目抜

き通りの演出 「顔の演出 」 をしようとはしていないのである。同級に、剖1rlJの

|防火に対して建築の不燃化で対応するという姿勢も、東反防火令においては防

火路線という考え方に変化している。つまり、その路線の防火性が沿道 ill築物

の不燃化によるものであったとしても(銀座通りは防火路線として指定されて
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いる)、街路に都市の防火という役割を担わせ始めたのである 。 この防火路線

の巧一ぇ }jが帝都復興に至って、 lよ幅員街路によって都市を分割し防火を I苅ると

いう都市の分割の考え }jになっていくのである。ここに至ってはその路線の防

火性についても沿道の建築に ~Ji るのではなく 、広幅員であるなとの街路の設計

によって保障すべきこととなったわけであり、帝都復興からは郎"Jの防火につ

いても郡市の分割という }f;で街路が果さなければならない役割としておしつけ

られてしまったのである。

この都 I↑1の分割という役割を街路が果すことになったため、街路はその絡に

応じた幅只をとる場合だけでなく 、 防火(延焼防止)まで巧えた必~以 t の広

幅員となることも生じ、新たに 「冗長空間の処理」 という諜泌が発生したので

ある 。帝都復興計画以降戦災復興計画まではこの状況は変化することなく、街

路には 「絡の迷いの表現」 、 「顔の演出 」 、 「冗長空間の処国 」 という 3つの

課題がかせられることとなる 。 I格の進いの表現Jについては、その街路の設

計レベルでの表現については、いわば 「顔の演出 」 であるといえ、 11ノド的には

目抜き通りなど、格の異なる街路をどの械に、またどの織な施設と関連づけて

配位するかといった 、街路網配也レベノレでの課題であると考えられる 。一方、

「顔の演出J、 「冗長空間の処恕 」 は後述する 、幹線、目敏き通りの設計にお

ける課題であると考えられる 。

干持伺l 復興計画においては、 IIR 平日 iffi りと大正通りが十文字に配置され、占~I rnの

分割という考え方が l明確となったのであるが、少なくとも昭如辺りについては

ゾンボル的な要素もあり 、 ここに「冗長空間の処理」 という課題がとlミじている

のである。目抜き通りについては、担Ir!Jを分割する路線とは使い分けている 。

その 「怖の違いの表現 」 については、従来の目妓き通りをそのまま活かすとい

う歴史的文脈を尊重した配位、駅前への配置という方法がみられた 。

設計レベノレでは異なるであろうが、街路網配置レベルで 言 うと相模原市郎計

画は帝1111復興計画とほぼ同級である 。 ただし 「格の進いの表現 」 については新

市街地計画であるから当然とも言えるが、歴史的文脈を尊重した配置はみられ

ず、駅前への配置、重要胞設(兵R*廠)前への配置という }j法がみられた 。

外地の計画では都市の分割という巧え方は京城においてのみみられる 。 京城

では帝都復興計画や相模原1lI11ft1訂ドlijとは異なり、京城駅から例鮮総督府に至る
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!よ幅員街路が 、都市を分割する街路と、目 j左き通りの阿 }jの役割を*している。

ここに 「冗長空間の処fllJという諜題が生じているのである 。 I絡の迎いの表

現」 については、この広幅日街路は c'!iiIniの街路を延長したものであり、従米

の目 i左き通りをそのまま活かすという歴史的文脈を尊重した配置、その TiMの

lni illiに初鮮総督府を ili策したことからは、官庁系の施設前面への配位、ボ城駅

からつながっていることを与えれば駅前への配置という }j法がとられたともい

えよう 。

戦災復興計画では、郎 rfiの分割という考え方は明確に存在していると言える。

郡市を分割する街路と、目抜き jillりとは 一致している場合が多いが、郷市の籾

般が大きいような場合には使い分けている湯合もあり、 t，j(々な パターンが存在

したといえる。ただし 、使い分けている場合の広幅員街路も γ ンボノレ的な存在

であることが多 く、 ここに 「冗長空間の処思 」 という課題が生じているのであ

る。特に戦災復興においては、ここまでの我が閑の Hi函でも 、 また[19欧の.llil!li

でもほとんどみられない 10 0 m街路が計画され、実現されたわけであり 、 こ

の 10 0 mという広幅員に対する 「冗長空間の処理 」 は非常に厳しいものであ

った。 I格の違いの表現 については、重要施設(官庁系の悠築)の Ini函への

配位、山総等を背長ーとした配位、駅前への配置、械を始めとする歴史的住造物

の前面への配置など 、隙々な配位による格の表現が行なわれていた 。
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7. 2 幹線 ・目抜き通り設計の系譜

7. 2. 1 焦点の配慮

街路の焦点に対する配胞の系譜は図 7. 2. 1に示す械な流れとして整堕す

ることができる 。

剖lr↑7の顔づくりの項で述べたように、平面図上から読み取れる焦点の配胞に

ついては 一 覧して存在しているといえる 。 しかし 、写真等が本研究の研究過程

で発見できず 、確認できなかったものは別として、その回抜き i辺りの 構造など

から 、l切らかに焦点の配胞について疑問が生じるものがある 。 まずその事例に

ついて述べていく 。

新点の執政府前の)1踊天大街をみると中央に大量に植樹された遊歩道をもっ構

造とな っており、焦点であるべき執政府が不吋視となる可能性のある焦点の配

慮という観点からみると矛盾した倹断面構成となっている 。日吉田1浜の興 1応大路

は両端が駅と市公署ーであり 、平面図からだけみると焦点の配慮が存在していた

ようでもある。しかし、興泌大路も順天大街と同線に中央部にも必木があるよ

うであり 、矛盾した横断固椛成であったようである。すなわち 、新点 、 11合爾浜

の ~ I ii1ii においては 、平面図的には官庁系の辿築物や駅なとを焦点として扱 って

おり、焦点に対する配慮の存在は伺えるものの 、その焦点に位位するものを街

路上から不可視とするような街路の術進(中央に並木なとの植裁がある等)と

な っていることから 、疑問であるといえる 。すなわち 、新京、恰爾浜において

は焦点の配慮は伺えるものの 、 どこまで配悠していたか疑問であるということ

ができょう 。 ただし 、新京においては目抜き jjjjりに近いと考えられる大岡大街

において 、大規模なロータリー交差点(大同広場)が計画されており、ロータ

リー交差点については後述するが、大同広場において予怨図 I枚であり実現し

ていないので明確 にはいえないものの 、 交差点内に塔上のj]造物が ~I ~m され 、
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これはビスタ・アイストップ法在日の実現を考えていたともいえ、大|古!大街にお

いては、焦点の配慮があ ったともいえよう 。

次に焦点の配慮が存在した助合に行円し、その内容について解説していく 。

焦点、として扱われたものとしては、駅、官庁系の佳築物、歴史的 iU.i1l物、イi社、

仰などを含む象徴的建造物、ロータリ一概造の交差点、クランク }f;状の交主点、

公図をあげることができる 。

駅を目 t左き通りの焦点、として抜かうことは一貫しており、ベ y ク7 ンの宵庁

集中計画、ロシア時代の恰前浜の ~llì町、長径の満鉄付属地の計画、干育郎復興計

画、相模原軍部計岡、戦災復興計画でみられ、焦点の配慮がみられる ~I iilijの内

で駅が焦点、として扱われていないのは京城の計岡のみである 。京城の Il抜き jffi

りはもっとも焦点、に対する配慮の強い街路といえるが、京城駅から朝鮮総督府

への J5向性のはっきりした Jf;でのビスタ ・アイストップ良部lのi1!続といえるた

め、その始点、である駅に対しては焦点としての配慮が明確でなか ったというこ

とである 。 また、新京の計凶lにおいても、駅にとりついている街路が必ずしも

目抜き辺りとは考えられないので、ここではあげてはいないが、駅に対して駅

liii広場を妓とした形で放射状に街路がとりついており、その街路が目 l左き j通り

ではないにしろ、駅を焦点として取り扱 っていたとは考えることができる 。

重要施設、特に官庁系の悠築物を焦点として扱っている ~I 画としては、ベ y

ク 7 ンの官庁集中計画(国会議 'l~ 堂)、京城の計画(京減府庁、初鮮総督府)、

戦災復興計画(市役所、県庁なと)があげられようロ

城をはじめとする歴史的処造物、寺社、 ~Ir.等を含む象徴的辿造物を焦点とし

て倣っている計画としては、ベ y ク7 ンの官庁集中計画(僻)、ロシア時代の

H合間浜の計画(中央寺院)、Jj{城の計画(南大門)、戦災復興計阿i(城など)

があげら~'lる 。

ロータリー交差点、の主主用による焦点、の配腔について与えてみる 。 平面図上で

広幅員街路上にロータリー交基点が計画されているのみで、ロータリー交J差点、

内の構造物が l明確でない、もしくは街路上の視点からの状討がIIJI礁でない助合

でも、ロータリー交差点を含む街路の手商図上の形態は、交左点、をロータリー

形式の広場とし 、そ こに象徴的な辿造物を配置し街路のアイスト y プとして、

ビスタ ・アイスト y プ景観の形成を関 った、西欧の典型的な例として バ リのエ
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トワール広場、本研究で調べた、ロシア時代の日合爾浜の Hi百lの中央寺院の μ在

する '11iI，占街と大直街との炎差するロータリー交差点、京以の計画の l-ii大門の作

{1するロータリ ー交差点などの、平面図上の形態とほとんと同じである 。 ロー

タリー交差点、は交通処理という観点からはやや不利なものであり 、 これらを巧一

えあわせれば 、 平面図上で写し取 っ たのみであるともいえようが、 ~Æ ，'況をロ

ータリー形式とすることによ って、焦点に対する配慮を払っていたともいえよ

う。 しかし 、 ロ タリ 交差点内に象徴的な物が存在していることはほとんと

なく、戦災復興計画では何例か rS~ 木が他えられている場合もあるが、ほとんど

の湯合、挺i裁がされているのみで、街路上に視点をおいたことまで:waした焦

点の配慮があったか否かはりj艇でない 。少なくとも平面図上では焦点の配肢が

読み取れるロータリー交iE点の採用については 、長春の 1品鉄付属地の計画、新

J~{ の ~I' iilii (ただし 、大同広場については一葉の絵ではあるが、ロータリー内中

央に埼状の締造物がみえる)、相模原市部計画、戦災復興計画があげられる。

公園を目抜き通りの端部に配置し、視線を緑で閉じるといった Jf;での焦点の

配際、クランク形状の交」差点の採用による焦点、の配慮は、戦災復興計 IllJiで初め

て現われたと与えられ 、 それ以前の計 l曲では筆者が調べた限りにおいてはみら

れない 。

ビスタ ・アイスト y プ民観の脱出を与えていたか否かという点について巧'え

ると、その佳造物等の位白が完全には焦点、の位留にないこと 、íJ! ~との 一 体性

がないため 、絞 りがたかだか並木のみであり弱いこと(建築との 一 体性があり、

絞りが強いのは焦点の配慮のみられない銀座通りのみであった)などから、ビ

スタ ・アイスト y プ景観を図解し演出していたとまではいえない。
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7. 2. 2 一 体設計、i1!係設計

一 体設計、 j卓係設計の系譜は凶 7. 2. 2に示す械な流れとして盤理するこ

とができる。

他の施設等と一体的に街路を設計した 一 体設計の対象としては、沿道の佳築、

公園、橋、橋詰広場、河川・ノド路があげられる。ここでの 一体設 ~I とは、街路

;ユ観として、もしくは街路空間としての 一体性が保障されるような設計のこと

をさす。

住築との 一 体設計については、銀座煉瓦街でみられるのみである 。車fi点や l恰

悶浜の都市計画においても新市街地の計闘であり、生~築も同 H寺に設計されてい

るが 、 盟主 F主~瓦街の憾に街路公矧としての一体性を保障するものではなく、む

しろ街路の焦点の位置に配位するといったものであり、 一 体設計というよりは

後述する重要施設等との連係設計と同級のものと捉えることが妥当である 。

絡を街路空間の中で橋の位白を 1明示するとともに街路景観にアクセントをう

えるという形で街路と 一 体設計した橋と の一体設計については、ノド研究で l明ら

かになった限りでは帝都復興にのみみられるものであった 。

橋結広場を街路空間に取込み一 体のものとして設計するという橋詰広場との

一体設計については、帝都復興計画で初めて橋詰広場が街路の設H l.~ 惜のなか

で規定されたのであり 、帝都復興計画から街路の計画設計と loJ11寺に橋詰広場の

技術が行なわれ始めたといえよう。戦災復興計画でも基準の中に H51占には卜分

な広場を設くることとあり、帝都復興と問機街路と一体の設計が行なわれてい

たと考えられる。

河川 ・水路との 一体設計については、戦災復興以前での日後き通りの計画 ・

設討を含む街路計画ではほとんどみられない。ただし、河川 ・水路を断面の中

に取込むといった形での河川 ・水路との一体設計とほとんど同じ形のものが、

アメニティ街路の系譜上の東点保健道路でみられる。

公園との一体設計としては、ベ y クマンの官庁集中計画、新京の ~I 附のみと

し、公園との関連のみられる残りの計画については連係設~Iとしている 。iili係
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設計については後述する 。 ベックマンの宵庁集中計画における中央大通りでは、

沿道の公園との境界が明確でなく、 271)の並木は街路側であるが、もう 2Jil)の

並木は公凶側のようであり、また i}j路の歩道部分についても公園仰!と 一体にな

った部分に存在しているようである 。 まさに公園との 一体設計といえよう 。 ま

た、新点の計画においては、必ずしも設計レベルの問題ではないが、 JiX射状の

広幅i主街路を中ID線とした傾きの見なる絡子の接する部分については公l羽を配置

し処理している場合もみられ、いわば公園との一体計開!ともいうべき公閑との

一体性があげられる 。

他 の施設の存在もしくはその設計に配悠し連係的に街路を設計した.iili係設計

の対象としては、公園、駅、宮斤系のlJl築物、歴史的住造物、守社、仰なとを

含む象徴的住造物、があげられる 。 この述係設計とは必ずしも街路長鋭、街路

空間としては 一 体ではないが.iili係をと って設計していることをさし、その ili係

性については、大別して、①他の施設と街路がその位置を閃.iiliつけて決めてい

るもの、これには他の施設が街路の焦点の位置にくるような配置をと っている

ものや、広幅員街路の端部にもしくは鱗緩させて他の施設を配位しているもの

などがある、②街路がその隣践する施設の特性に配慮してその構造を決めてい

るもの、③他の施設が街路との関係でその併造等を決めているものの 3郎知が

ある。

公園との連係設計については、ベ y クマンの官庁集中計画、市区改正計画、

相模原市t，ll計画、戦災復興計 iiliiにみられる。ベック 7 ンの宵斤集中計阿におけ

る公園とのiili係設計とは街路の端部に公園(芝の離宮)が位置するようにその

配位を決めたものであり 、前述の矧型でいえば①の端部への配位にあたる 。 市

区改正計 l岨における公閣との主l!係設 ~I とは円比谷公園を取囲む街路が特に幅員

2 4山!とされ、車馬道が I2 IllJ、両側に 6 問ずつの歩道を持ち、~辺には 2 71) 

の箱詰Jがなされ、公園にその美観が添えられるように設計されたことであり、

前述の額型でいえば②にあたる 。相模原軍部計画においては、十文字に交差す

る国道 I6号と市役所前通 りの交iE点部分 lこ大規模な公園が計画されているこ

とであり、前述の類型でいえば①の隣嫁した配位にあたる 。戦災復興計凶lでは

広幅員街路の端部に公園を計画し公図の緑によって視線を閉じるという形での

公園との.iili係設計であり、 I~j 述の ~íH12 でいえば①の焦点の{立位への配位もしく
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は端部への配置にあたる 。 このようにい つれの計画においても、 どの 織に 一 体

にもしくは連係して考えたかという内容が見なり、必ずしも[，，1織のも の とはい

えないが、公園と街路を関.iiliさせて与えるという点では共通しているともいえ

ょう 。

駅との ili係設計については、街路の焦点の位置に駅がくるように配位してい

るというものであり 、前述の煩型でいえば①にあたる 。子青Iftl復興計阿、相模原

J1ImlHi函の流れをくむものであるとイ考えられ、銀座煉瓦街iHi圏、市医改正dl'i函

を|徐けばー賞していつれの計画でもみられるものである 。駅前広場に つ いては

戦災復興計画以前の計画では街路計画の一部として促えており(戦災復興計画

においても駅前広場は街路計 l闘の中で位置付けられている)、特に 一体設計、

ilil宅設計の対象としてはあげていないが、駅とのi卓係設計において必ず駅前広

場が計画されており(市部復興~j- Imi ではり]かではない)、駅との辿係 1m: ~I と阿

.1;11-1'1したものと A考えられよう 。

辿係設計について全体を概観すると、前述の分類の②③にあたるものはわず

かであり、①の{也の施設と街路がその位置fを関連つけて決めているものがほと

んどである 。

重要施設特に官庁系のiJ!築物との ili係設計は街路の端部に官庁系の辿築物を

配置するというものであるが、新点(執政府)、京城(朝鮮総督府、 J~ÞlX府庁)

、 l冶爾浜(市公署など)の外地の ~I' I圏、戦災復興計画(県庁、 di役所など)で

みられるものであり、前述の煩!t!でいえば①の端部への配置にあたる 。

際)1;0(/"J ili造物を含む象徴的 ili造物との.iili1宅設計は官庁系のiJ!築物の場合と同

級街路の端部に歴史的 ili造物を含む象徴的建造物を配置するというものであり

京城の計画(南大門) 、戦災復興計画(城など)でみられ、而iidSの類型でいえ

ば①の端部への配置にあたる 。

この 一 体設計 、 連係設計については、沿道建築との 一体設計は、銀座~瓦街

のみで消え去り、また公園との一 体設計、橋との一 体設計もわずかに姿をみせ

たのみで姿を消すことになるが、それ以外の、橋詰広場、河川・水路との 一 体

設計、公園 、駅、官庁系の ili築物、 l震史的住造物 、寺社、 u*などを含む象徴的

ili造物との.iili係設計は、この系譜上のi金中で現われたにしろ、戦災復興で初め

て現われたにしろ、いずれも戦災復興に受け継がれたといえるのである 。
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7. 2. 3 道路敷内の民観設計

街路の道路敷内での設計においてJt1tmに配慮した設計の系諮は図 7. 2. 3 

(険断面椛成)、図 7. 2. 4 (街路の要所)に示す様な流れとして桜思する

ことができる。

ここでは倹断而構成に係わる設計、街路の要所に係わる設計 、ディテールの

設計に区分して述べていくこととする 。

(1)横断面構成

①街路の 絡 による総幅員や憤断面構成の決定

子持郎復興計画では、街路のも宮市A 横断をみると歩道の片側の幅員はほとんどの

場合全幅員の 1/6以上となっており、街路補造令を j豆守する Jf;となっているが、

交通電による積み上げではなくパランスを考えた横断面構成を採用していたと

与えられる。

相模l東軍郡計画では 、市役所所j.iil)りの幅員の決定について、相模原上地区画

鐙問の設計に直接携わった浅野英へのヒアリングより 「幅員については横断面

の機能(J':J積み上げではなく道路の絡も虫視した余硲のある道路空 IlJJを設計して

いた 」 ことが明らかになった。

戦災復興計画では 、 街路~ ! 問機準の t:.1 iJ，Il断面をみると歩足の幅員はほとんと

の場合全幅員の 1/2程度となっており、交通虫による積み上げではなくパラン

スを考えた横断面続成を採用していたと考えられる。

街路の総幅員や横断面構成を決定するにあたって 、校iみ上げだけでなく街路

の絡を考It!!.して決定するという巧一ぇ方が、帝都復興計画 、相模原市剖W1曲、戦

災復興計画に存在したと考えられる。

②複断面椛成

玲i'/jg復興計画において 、u!;~~駅東の駅前通りである 7 号線(幅員 4 4 m) で
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は、並木で仕切られた緩i主事;Qをも っ惚断面 の横断面構成をも って いる 。IIs干日

通りも 4列の並木を持 っていた わけであるが、交通幹線としての性絡をも持 っ

ていること、また街路内にm'11軌道を含むという制約条件から、 4列の「人;2 711 

は1(i唱軌道の両側に配置された 。 この 7号線は交通登からいえば点以駅に災当

っていることもあり 、それほど大filと予測されたとは与えられず、むしろ交通

幹線ではない、目抜き通りという街路の格を複断面の横断面構成で表わしてい

たと A考えら~1，る 。

新京の言li函において、 4 5 m幅員 の大同大街は 4列並木 と緩i1li'11 j.liをもっw:

Itfri面構成となっている 。街路の絡を複断面の横断面構成で表わしていたと与え

られる。

相模原軍部Hil!!iにおいて、 rlJ役所前週りは、並木で仕切られた緩i1li'I'-道をも

っ惚断 IIIIの倹断面構成とな っている。市役所前通りは交通泣からいえば兵総廠

に3担当っていることもあり、それほど大量と予 I則されたとは身えられず、両i1li

'11線は円滑な交通を保|侍するという機能をもっていたとしても、並木の存イ工と

問機むしろ交通幹線ではない、相模原のシンボノレ街路という街路の絡を惚断面

の横断面構成で表わしていたと与えられる 。

戦災復興計画では、目抜き j邑りにおいて緩速車線を持 った 4列他裁の横断面

椛造が採用されている場合もよくみ られるが 、焦点、を重視して いる場合がほと

んどであり、緩速車線の設置の必 'il!!'tか ら彼断面とな ったのではなく 4!{Il j也栽

をもっ悔断面の横断面椛成によって日抜き通りの格を表現していたとJiえられ

る。交通幹線についてはそのデザインも機能的なものであったが、その街路が、

交通幹線であると同時に表通り的な性格もあわせ持っているような場合には緩

i1li車線を持ち、 4!{IJj笛栽の横断面構造となっている場合も多い 。

目抜き通りや表通り的な性絡もあわせもった幹線において、緩i1li'担i立をもっ

彼断面構成の横断面構成がとられ、その街路の格を表現するという設計 )5法に

ついては 、帝都復興計画、相模原市部計画、戦災復興計画 と受継がれていると

考えられるが、外地における新点の計画でもみられる方法である 。

③街路並 木

子持者日復興計画においては、斡線街路(幅員 22m以上)は並木を(iiiJえた締造



となっており、特に 4 4 m の広幅員街路についてはいつれも(1号線、 7号線)

4列の並木を備えている。並木によ って、快適性を保附していたことも勿論巧

えられるが、幹線という街路の絡を牧水のイ7在ということでぷわしていたとい

うことも考えられる。その並木の樹尽についても、1Ii'l和通りに他樹された、公

孫樹、すずかけについては東京の気候風上との適性が指摘されている 。 また法

準では樹尽の選定にあたって、街路の個性を尊重すること、 ill物との調和1に配

I!'l，するとの記述がある 。

新京の計画では、幅只 60 mの順天大昔jでは中央に公園ともいうべき盛山な

植樹をもっ植樹帯があるが、それ以外の街路においても 4 71Jもしくは 291Jの、tJz

木が設けられており、並木による街路足観の演出という考え方があ ったものと

思われる。

l拾爾浜の計画では、 10 0 m以上の広幅員街路は街路施設悶道路と名付けら

れた公園道路として計画され、中に遊歩道の大規模なものともいえる公園を合

む精進となっており、いわゆる 1並木とは異なるが幅員の広いi1!絞した他樹信に

よって、街路京:観の演出を図っていたと考えられる。

制11見原軍部計画において、市役所前通りは 411Jの並木を備えている 。ミ並木によ

って街路呆観の演出を図るとともに、快適性を保障していたことも勿論巧えら

れるが、相模原のンンボノレ街路という街路の格を並木の存在ということで表わ

していたということも考えられる 。

戦災復興計画では、 I明らかに並木による街路景観の演出が指摘できる 。nrijA 

したように 4列の並木が設けられている街路が多く、またそれ以外にも中央分

離慌の並木を含む 371J並木、通常の歩道端の 271J扱木など、交通だけを担保し

ているわけではない広幅員街路には必ずといっていいほど並木が桜 Mliされてい

る。緑を重視し、並木による街路長観の演出を図っていたと思われる 。

街路の並木による景観の演出、勿論並木は景観上の配慮だけではなく、歩行

者など平IJ問者の快適性にも配慮していたものと考えられるが、子育郎復興計画、

相模原軍部計画、戦災復興計画と 一 覧してみられるものであ り、外地の計画の

新京の計幽、日吉爾浜の計画でも同僚の並木の存在が見受けられる 。

④遊』長道の横断面内への取込み
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新京の計画における I1回天大街では遊歩道を中央に設けており、歩行者空間を

直視していたことがわかる 。

l冶爾浜の計画では 、 10 0 m以ヒの広偏見街路は街路施設国道路と名付けら

れ公園道路として計画されており 、中に遊歩道の大規模なものともいえる公図

を含む構造となっている 。 ~行省の快適性を含むア メ ニティに配慮されていた

とも巧一えられる。通道i}iでは騎馬迫もその断面に含んでいる。

戦災復興計画では遊歩道をその断面内に取込んだ街路が見受けられる 。

街路の断面の中に遊歩道や乗馬道を取り込むという、アメニティに配慮した

設計方法は 、 アメニティ街路の設計にみられる方法である 。外地.jl'jilijにおける

新京の:¥1"i菌、H合爾浜の計画においてはかなり広幅員の街路(それぞれ 6 0 m と

1 0 0 m以上)で公国道路的に設計されたのであるが 、戦災復興計凶iでは 36 

m クラスの一 般的な広幅貝街路 でこの方法が見受けられるようになるのである。

⑤河川 ・水路の横断面内への i奴込み

戦災復興計画では 、河川 ・水路を断面内に取り込み 、一 体に設計された街路

がかなり見受けられる。この河川 ・水路の横断面内への取込みという設ffl'}j法

は戦災復興以前での目級き i湿りの計画 ・設計を含む街路計画ではほとんどみら

れな¥¥ 0 ただし 、河川 ・水路を断面の中に取込むといった形での j河川 ・水路と

の一 体設計とほとんど閉じ形のものが 、 アメニティ街路の系譜上の点以保健道

路でみられる。

(2 )街路の要所

①交差点形式(ロ タリー形式、 クランク形状の採用)

ロータリ ー形式の交差点の採用は、外地の計画の新京の計画 、京城の Hi圏、

相模原軍部計画、戦災復興計画でみられる 。 また 、長者の満鉄付属地の計問、

ロゾア l時代の i恰爾浜の計画 、 さらにはべ y ク7 ンの官庁集中計画でもみられる

ものである 。戦災復興計 l曲ではロータ 1)ー形式以外にクランク形状の交主点、も

見受けられる。

ロータリ一 、 クラ ンク形式の交差点の探!日という設計方法は、 rm述した焦点の



配慮と同時に広幅員街路を軸線 )5roJに分節化し、その冗長性を防いでいたとも

理解できる 。

②交差点における限切

交差点における隅切は帝都復興計画、戦災復興計画においてみ られる 。

交差点、における隅切は、街路を交差点部分でふくらますことによ って 、街路

景観にアクセントを勺えるとともに、周囲の悠築物をみる視点場を生みだして

いると考えられる 。|偶切りのなされた交差点 IIiJ1mの辿築物も交差点側か らの 正

面性に配慮したデザインとな っている場合がある 。

③交差点内のアイランドの公園化

交差点内のアイランド等に相続を施すとともに、ストリートアァニチャ -ffl

を設置し、小公図的に盤備するという方法は、帝部復興計画、新京の計画、京

械の計画、戦災復興計画でみ られる設計方法である 。 この方法は街路景観にア

クセントを勺えるとともに、アメニティにたいして配』さしていると考えられる。

④釈前広場

駅との.i!li係設計がみられる場合には必ず駅前広場が計画されており(帝 ds復

興計画では明かではない)、駅との連係設計と同様一 貫したものと考えられる。

すなわち、ベ y ク 7 ンの官庁集中計画、ロシア時代の H合爾浜の ~I' [菌、長春の

満鉄付属 j也の計画、新京の計画、 l拾爾浜の i¥l-i菌、相模原軍部計画、戦災復興計

同のすべてでみられるものである 。

駅前には口抜き i湿りとしての広幅員街路が必ずとい っていいほど配置されて

おり、また駅を中心として放射状に街路が自己位されている場合もある 。 また、

駅前広場は他栽やロータリーを伴う質の高い生産備がなされる場合も多~ ， 0 駅及

び駅前広場を街の原点として、また複数の街路の焦点として、歪祝していたと

与えられる 。

⑤橋梁部のテザイン(橋詰広t.gを含む)

帝都復興計画において、主主苦な締梁については、モダンな親住が設けられて
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いる。また、直近の中央分離帯のデザインも 一 般部とは変えられており、 mを

デザイン的に強調するという弔え }jの存在が明らかである 。橋、街路と同H寺に

設計されたと考えられる焔詰広場については、帝都復興計阿で初めて明確な l，~

憎が設けりれており、 lo'i.!'な焔梁には橋詰広場が設けられている o t~~ をみる視

点場を整備するといっ身えがあ ったものと 3えよう 。

倍詰広場については前述したように戦災復興でも基準の記述の中でもそ の務

備がうたわれており、鐙 liiiiされていたものと巧えられるが、続そのものについ

ては明確ではなく、特徴的な続梁郎のデザインという方法は本研究で調べた限

りでは干i'il1s復興計画特有のものであるといえよう。

(3)ディテール

帝都復興計画においては、路上 工作物について、その j占惜の中に夫在日に対する

配慮が記述されており、その形状色彩、配置の決定にあたっては街路島観に対

しての配肢があったことが分かる 。 また、街路 )1.百明の灯住には広告等の文字:の

記入が禁じられており、街路奴置J.!の繁雄化を避けていたものと考えられる 。 ま

た緩速 '11道と高速rf1J]:の分離の 7 ーキングは tl1なるペイントではなく、花 ilIrl石

を用いるとの記述があり、絡のあいマーキングをしていたことがわかる ロ

戦災復興計画においては、 m柱については実例まではわからないが、区画鐙

恩の規定内に敷地の!l!側への屯柱の配置に 1M]する記述があり、 m柱を裏側に配

位することによって、街路景観の繁雑化を防く!という配肢があ ったものと考え

られる 。

その他の計画についてはこのような付属物等に関する設計までは l切らかとな

らな力、 った。
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幹線白後き通りの設計 道路敷内の景観設計(検断面構成)
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7. 2. 4 課題と幹線、目抜き通り設計

前項までは、街路の精進別にその設計について述べてきた 。 この写iでは liij節

で述べた訴!題、 「顔の演出 」 、 「冗長空間の処母J別に、その tilj国に対応する

ためにどの織な設計が行なわれていたかを盤恕して主!3べていく 。

(1)顔の泌出に対応する幹線、目抜き通りの設計

まず、顔の演出にあj応する設計手法について述べていく 。

焦点、の配位は、もちろん顔の演出に対応する設計手法であると巧えられる 。

焦点、の配Jぎについては、その焦点に位置するものの iFj胞に臼抜き泊り、幹線を

配置するという街路網レベルの 「格の違いの表現」 と関:i!liするものであるが、

「格の溢いの表現」 とは考えられないロータリー、クランク形状の交差点の採

用による焦点の配慮があげられる 。 この焦点、に存在するものとしては人工的な

建造物のみではなく、城や 、山城(これは我が国古来の山当てと l刻:i!liしている

ものと思われる)など、欧米ではあまりアイストップとして扱われないものも

見られる 。 ロータリー交差点、の中央のアイランド上、クランク形状の交差点の

街路の突き当りの部分に建築物なとのなん らかの象徴的なものが仔在すればこ

れはまさに焦点の配応であるが、なんら見当らないことも多¥¥ 0 しか し、ロー

タリー交差点ではその中央の 7イランド上に豊富な植法をする、またクランク

形状の交差点、ではその街路の突き当りの部分に公園等を配置するなどの 、 ロー

タリ一、クランク形状の交差点と併用されている設引を併せて考えれば、街路

の焦点に強tZな緑を配置する 、すなわち緑をアイスト y プとした設計手法であ

ると与えられ、これは欧米にもあまり見られない設計下法である 。

一 体設計 、 連係設引について、&係設 ~I は他の施設と í}j ~告がその位置を 11，1;1&

つけて決めているものがほとんどであり、 liij述の焦点の配舷と記述が重なるた

め、この項では特徴的なもの窓外は述べない。一体設計については、いずれも

芭昧は異なるが街路の絡を表わしていると考えられ、顔の演出に対応する設 ~I
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手法であると考えられる 。

道路リ'11<内の景観設計のうち 、横断面締成に係わる設計手法についてはその全

部が顔の演出に対応する設計下法であるといえる。街路の格による総帆貝や横

断iuii構成の決定はそもそも絡による設計であるから当然、といえよう 。綬i!li'巨i且

をもっ彼断面の憤断面構成については、 47jIJ 並木をもっ場合が始どであり、そ

の償断面憐成のバランスからいっても格の高い構成であり、@jの泌 i封に対応す

る設計手法と考えられるが、また、交通処理の機能もも っている楠造であり、

交通処理と顔の演出をかねた設計としては最高のものの 一 つであろう 。 街路並

木については当然、といえよう 。遊歩道の取込み 、河川 ・水路のH見込みに つ いて

は後述する 7メニティ街路の系譜から生じた設計手法と考えられるが、 MIIIIiの

中で 7 メニティ性の高い特徴的な街路と位置付けられるわけであり、これも顔

の演出に対応する手法といってよかろう。

姿所の設計に係わる設計手法については、ロータリ一、クランク担式の交差

点、交」差点の隅切、駅前広場があげられる。ロータリ一、クランク )I~ 式の交差

点については焦点の配必の意味を含むもののみである 。 交差点の問j~ 切部の角地

の辿築はその前面に 、人が滞留しその辿築を直視する可能性の高いひきのとれ

る比較的広い空間をもつことになり、おのずから交差点、側に正面性の尚い構造

をとりやす t'0 すなわち 、特に直援建築に要請をしているわけではないが、隅

切という街路の形態がí:!!~高に対して無言のかつかなり有効な要約をしていると

与えられる。このことを考えれば 、交差点の隅切はまさに|甘H霊的ではあるが顔

の演 出に対応した設計であるといえよう ロ の怠 l床を考えれば飯iの泌 UJrと;;えら

れる 。 また、すべての交差点が削切されているわけではなく、この織に街路の

( nlll朽の)顔となるような交差点、をもっ街路はその都市の目抜き通りともいえ、

その怠昧でも交差点の目Jl切は顔の演出に対応した設計であるといえよう 。駅前

広場は駅前の目抜き通りと呼応した、釈を都市の中心として巧えるデザインで

あり、顔の演出に対応した設計であるといえよう 。

次に 、 これらの設計手法が我が国の街路の景観設計史の中でどのように変化

したかについて述べる 。

銀座通りでは 、沿道i:!!築との一体設計、街路並木、交走点|判切がみられる 。

産自の蹴出にとって最も強力である沿道 lli築との一体設計は 、 この後メLの内の ー
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丁ロンドンなどの計画で若 干見 られるものの委を消してしまう 。 この我が国で

l唯一と もい っていい沿辺住築と の p 体設計が行なわれた銀座通りでは惜しいこ

とに焦点の配慮は見られなか った。

宵庁集中計画では、街路剖i木、駅前広場、焦点の配慮(宵Iヂ系住築物、駅、

象徴的建造物(碑) )がみられた 。 また、この計画で見られる公園との 一 体設

計は、四列の並木のうち 2 列の ~lli 木は街路側でもう 2 71]の並木は公図側で幣備

し、また街路の歩道部分についても公園側と一体としたものであり、明治f111'~主

関:iili街路のうち、絵函館前の並木道路と同様の手法であるが、これもまさに顔

の演出に対応した設計手法といえよう。。

帝都復興計画では、絡による総幅員や横断面構成の決定、綬i卓'11道をもっ惚

断面構成、街路並木、交差点の|糾切、締結広場、焦点の配慮(駅)があげられ

る。じつに I早々な手法が見りれるが、{也に頼らない、特にíJj築に ~Jj らない、街

路のみによる顔の演出であったことがよくわかるといえよう 。

新京の計画では、緩i卓-'I!道をもっ彼断面総成、街路扱木、駅前広助、焦点の

配慮(駅)、公園道路(遊歩道の取込み)がみられる 。 公園道路については、

アメニティ街路の系譜からの影響といえると共に、後の戦災復興計画の 100

m 道路にも影響を与えていたと与えられるが、顔の演出を考えていたとしても

広幅員に過ぎ、必ずしもうまくいっていなかったといえる 。 また、新京の.Hi函

は、新市街地の計画であり、 ill築に対しても要請のできる自由な立以であった

にもかかわらず、建築に頼った顔の昔話出は見られない o 帝都復興からの.'M¥影響

とでもいえようか。

京械の計画でみられるのは、焦点の配慮(官庁系建築物、象徴的処造物(南

大門) )のみであるが、この顔の演出の見られる京城駅から朝鮮総督府への街

路はまさに京城の目抜き通りであった 。

11合爾浜 の計画では 、街路並木、公園道路 (遊歩道の取込み)がみられた。公

園道路については、新京と同線である 。

相模原軍部計画では、街路 の絡による総幅員や横断面織成 の決定、緩i卓司1道

をもっ惚断面構成、街路JJi木、駅前広場、焦点の配慮(駅、ロータリー交差点)

があげられる。ほとんど帝都復興 ~l 阿と同線である 。 相模原市郎訂 l巾|もまた新

J;:rと同線、新市街地の計画であり、円本であるから建築に対して裂前は燥しい



とあきらめていたのであろうか、 ill5草に頼 った顔の演出は見られない 。 まさに

帝都復興から流れといえよう 。

戦災復興計画では、街路 の絡による総幅員や繊断固 構成の決定、緩iili'11 i草を

もっ複断面構成、街路並木、交」量点の問l~ 切、駅前広場、河川 ・ 水路の目見込み、

遊歩道の取込みがみられる 。戦災復興以前の設計手法をほとんと受継いだもの

であり集大成であったといえよう 。 河川・水路の取込み、遊歩道の取込みはア

メニティ街路の系譜からの影響といえ、特に河川 ・水路の取込みは戦災復興計

阿で初めて見られるものであるとともに、西欧にも見られないユニークなもの

であるといえる。

(2) JL長空間の処恕に対応する幹線、口抜き通りの設言|

まず、冗長空間の処理に対応する設計について述べる。

焦点に配慮した場合、そこで視線がとまるわけであり、申111線万戸lの分百IJがな

されているという意味で冗長空間の処埋に対応する設計であったといえよう 。

一 体設計、連係設計について、度負の演出 tこ対応した設計と同係、i!l!係設計に

ついては焦点の配腔と重なるためにここでは述べないが 、一体設計については、

冗長空間の処狸に対応する設計はみられない 。

i道路敷内の京観設計 のうち 、横断面椛成 lこ係わる設計手法に ついては、街路

の絡による総幅員や横断面術成の決定以外は 、冗長空間の処i盟に対応する設計

手法であるといえる。緩iili!l巨 j立をもっ複断面権成、街路並木については、街路

をilEt的に償断方向に分割し、空間の冗長性を処捜していると考えられる 。河

川 ・水路の取込み、遊歩道のlIlZ込みについては 、アメニティ街路の系譜からの

影響を受けた設計手法であるが、それらを街路の断面内に取込むことによって、

アメニティ性を高めるとともに、幅員の広さも確保し、防火の機能も果たせる

ことになる。前もって冗長性の少ない形で広幅員街路としているわけであり、

直接的ではないが冗長空間の処理に対応する設計手法といえよう 。

街路の要所に係わる設計手法については、駅前広場以外は、冗長空間の処庖

に対応する設計手法といえる。ロータリ一、クランク型式の交 11点、アイラン

ドの公園化については、街路を申IU線 )51古jに分節化しているわけであり、冗長空
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間の処理に対応する設計手法といえる 。 また、交差点、の隅切、橋梁部の特徴的

デザインについては、街路設置Qにアクセントを与えているわけであり、分節化

に近いものとして考えられ、やはり冗長空間の処理に対応する設計手法と与え

られる 。

次に、これらの設計手法が孜が同の街路の長観設計史の中でどのように変化

したかについて述べる 。

銀座煉瓦街と官庁集中 HI函については、もともと、幅員に防火の役割があ っ

たわけではなく、街路の絡に対して必要以上の幅員があ ったわけではないので、

始めから冗長空間ではなか ったといえよう 。

帝都復興計画では、緩述唱道をもっ惚断面締成 、 街路並木、稲~ gi~ のデザイ

ン、交差点の限切、 7イランド公園、焦点の配lH.がみられる 。 アメニティ街路

の系譜からの影響と考えられる、遊歩道の取込み、河川・水路の lf~ 込みこそみ

られないものの 、後にみられるほとんどすべての設計手法がみ られ 、帝1m復興

計画で街路に与えられた、防火による広幅員街路の冗長性が如何に大きく、ま

たそれに対して如何に峨々な形で自己lぶしていたかということが伺える 。

新京の計画では、緩i車'11道をもっ彼断面織成、街路並木、遊歩道の取込み

(公園道路) 、ロ タリー形状の交差点、アイランド公園があげられる 。

恰爾浜の計画では、街路並木、遊歩道の取込み(公園道路)があげられる 。

新京、日吉爾浜においては、者Ilrllの分富IJという街路の役割は明確でなく、必要

以上に広幅員である必Qgはなかったのであるが壮大な計画であ ったためか、非

常に広幅員の街路がみられ、そのため恰爾浜では数が少ないものの冗長空間の

処思に対応する設計手法がみられたのであると考えられる 。 しかし、 10 0 m 

道路にも影響を与えたと与えられる公園道路においては、遊歩道の取込みや、

街路並木などの設計手法を月]いているが必ずしもうまくい っていない。 また前

述したように建築にも期待できたわけであるが、建築による冗長空間の処Dlに

対応する設計はみられない 。

京城の計画では、ロータリー形状の交差点、アイランド公園、焦点の配慮が

みられる。しかし、京城駅からt.Vl鮮総督府に至る目抜き通りについては焦点を

もっ立派な目妓き通りではあるが、やや冗長となっていることは荷めない 。

相模原軍部計画では、ロータリー形状の交差点、緩述車道をも っ惚断 l面椛成、
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街路並木があげられる 。 郡市鋭校が、帝郡復興計闘に比べて小さく、郎，1，を分

割する街路も、ゾンボノレ性をも っ兵 器廠出iの街路、交通幹線の周辺 I6号の 2

本のため、冗長空間の処HJ1に対応する設計手法の種類も少ないものと巧えられ

る。 但し 、M本的には帝占g復興計阿と同僚であるといえよう 。

戦災復興計図では、緩i!Ii"Ii i且をもっ複断面椛成、街路並木、ロータリ一、ク

ランク形式の交差点、交基点、の隅切、アイランド公園、河川・水路の取込み、

遊歩道の取込みがあげられる 。戦災復興以前の設計手法をほとんど受継いだも

のであり集大成であったといえよう。戦災復興計画においても帝部 復興計 l而と

同線、防火による広幅員街路の冗長性が如何に大きく、またそれに対して如何

に微々な j彩で配慮していたかということが伺える 。 しかし、 I0 0 m 活路につ

いては、内部を公園化して、遊歩道の取込みや、街路並木なとの設jl下法を!日

いているが 、新点、 l恰爾浜の公l羽道路と同僚必ずしもうまくい って いない 。

(3 )まとめ

戦災復興計画は設計技術としては顔っくり、冗長空間の処l'1lの相 )jともそれ

までの技術を引継いだ集大成であ った。

子育郎復興計画において明確となった条件が建築への期待を失ったということ

であることが、最大の問題点であ ったと考えられる。

その条件から都市を分割する広幅員道路における冗長空間の処l'1lという課題

が生じたわけである。その冗長空|剖の処処!については峨々な設 ~I 手法で対応さ

れたものの、戦災復興における I0 0 m街路(都市を分割するとともに、顔で

もある〕についてはうまくその冗長さを処埋できなかった 。

建築への期待を失ったこと、すなわち佳築の街路設計への不参加1(沿ii1の悠

築としても、アイスト y プとしての建築としても)は街路の民飢設計にと って

致命的な欠点として存在したのである 。

戦災復興計画以降、これらの限界が解消されるべく、これらの諜!Iiiに対応す

る街路の景観設計手法は発展していく可能性はあ ったと考えられよう 。 しかし、

この発展が期待される l時期と、戦後のモータリセイゾヨンの l時 J~I が tfï なってし

まったため、街路の整備の目的は Eとして自動車交通の処FJ1となってしまい、
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それらの忌観設計手法がうみだされる前提条件である 、街路は都市の秩序づけ、

/js rliの分割 、都市の顔っくりという観点がなくなってしまったと考えられるの

-(ある。
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7. 3 7 メニティ道路の系譜

アメニティ街路の系譜は系譜は図 7. 3. l'こ示す織な流れとして樫即する

ことができる 。

7 メニティ街路の系譜として、間Jl回公園の並木道路を本げることができる 。

この並木道路は、隅田川沿いに遊歩道を持つ儲断面椛成を持ち、 'Iij道部分はわ

ずか全体の 1/ 3に過ぎない 。 また、単道と両側の歩道の問、歩道と迎!.t道の

!日]には他栽帯が設けられ桜並木とな っている 。 ここでは、歩行者の iTI視や、河

川Jd鋭に対する配慮が読み取れ、非常に日本的なプロムナードをつくるという

考え方があったように考えられる 。

これは、明治神宮関iili街路の系諮を組むものであり、特に断面 I}..Jに遊歩道、

乗馬道を含む内外苑iili絡道と|苅辿しているとも考えられよう 。

新J7tにおける、 l順天大街は、中央に 16m もの幅員をもっ遊歩道を含む横断

面構成となっている 。 また、恰爾浜については 10 0 m以上の広幅員街路は街

路施設図道路と名付けられ公園道路として計画されており、中に遊歩道の大規

模なものともいえる公園を含む椛造となっている。それぞれ、目抜き辺り、交

通幹線ではあるが、いづれも 7 メニティ街路の系譜上にも位置付けることので

きるものであるといえよう。特に 11合間同浜の通道街についてはその中に騎馬 iQも

含む横断面構成となっており、 lリl治相11宮関述街路のうち、内外先述絡道路と jJ<

通するものをもっているといえる。

湖南海岸公園道路、東京{早他道路のいづれもが、交通よりは快適性を始めと

するアメニティに対する配慮を中心として計画されたものであり、アメニティ

街路の系5普として位置付けられる 。

湖南海岸公園道路は、観光や住宅地開発なども白的にあげた公国道路であり、

海岸歩道、采馬道等を持つ横断面構成を持ち、車道部分はわずか全体の 1/ 3

以下に過ぎない。また、宅近と歩道と采馬道の聞には紅i栽慌が設けられ総並木

となっている。ここでは、歩行者の重視や、海岸景観に対する配慮が読み取れ、

非常に同本的なプロムナードをつくるという考え方があったように与えられる。
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これは、帝都l復興の隅田公園の並木道路と同様の考え方であるといえる 。

*点保健道路は、国民の他lぷi的進、体位向上を目的として、地形の変化に包

んだ所、特に水辺に、神社、仏間、史跡をつなぐように計画された遊歩道であ

る。 その断面構成の中に河川 ・水路を取込んだものも多く、紅l桔Jも立!1:~ に施さ

れた白然への配慮の大きい遊歩道であ った。 自然性の高さ、すなわち他樹肢の

多さについてはこれまでのアメニティ街路と同様である 。 また、史跡~;を接続

する観光的な)jぇ }jは湘南海岸公図道路にも共通するものがある。河川 ・水路

の断面内への取込みについては 、水辺氏観 に対する配慮というように促えれば、

|科回公園の並木道路、湘南海岸公園道路と同級であるが 、横断面構成の仁IJに、

河川・水路を取込んだ形態は、布石一の調べた限りでは、この東京保健iU路で初

めて出現したといえる 。

新京や、 H合爾浜の公園道路とは、歩行者の重視、豊富な他ぶなどのJ1では 一

致するが、幅員の違いもあり、アメニティに対する配慮のノI'j(};，に つ いては大き

な共通点はみられない 。

戦災復興計画における、水辺の巡や河川 水路を断面内に取り込んだ街路、

遊歩道を含んだプロムナード、公園道路などの特殊街路は 7 メニティ街路の系

謎上に位置付けられる 。

しかし、戦災復興計画において注目すべきことは、アメニティ街路が、公図

の計画として 、 もしくは tp111のアメニティ街路の計画としてのみ待在したので

はないということである。戦災復興都市の街路計画において、目抜き通りクラ

ス、もしくは目抜き通りではないがその都市では宵絡をなすようなぷ辺りや、

シンボノレ的な街路において、その断面の中に、河川 ・水路や、遊歩iUを含んだ

横断面構成が取られている場合がかなり見受けられる 。すなわち、戦災復興計

阿以前の 7 メニティ街路の系譜でみられた、アメニティに配慮した設 ~I' }j法が、

戦災復興計阿lにおいて 一般の街路の設計に取入れられたのであるといえよう 。

特に、戦災復興計画の i註大幅員の I0 0 m街路についてはアメエティ街路の

系譜上に位置付けられる、新京や H合間浜の公園道路の影響があ ったともい える。

しかし、その設計については、新京や 11合爾浜の公園道路と問係であるが、中央

に広幅只の公園をおいているため l本の街路としては認識されにくいことも考

えられ、もしくは沿道の w 築との 一 体性がないため沿道íJ!~誌の尚さが足りなか
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ったりまたその形態がみすぼらしか ったりして、 10 0 mもの広幅.1"1に対応し

きれず、どうしても冗長なあえていえば締りのない空間とな っている場合もあ

る。すなわち、外地の計画における公園迫路の経験を経たものの、 I0 0 m も

の広幅只の街路については民主J!設 ~l という観点、にたてば必ずしも満足できるレ

ベノレにまではいたらなかったといえよう 。
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アメニティ街路の系譜

口合同1浜1898
ロゾ 7の都市計画
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帝都復興計画 1923

昭和

阻害 現 道 路

匿亙Iill
I • 1，¥図道路

図 7. 3. 1 
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8. 1 結;品

本研究では、街路の計画 ・設計は、交通を処埋するという役割を担っている

だけではなく、都市のグランドデザインの重姿な ー認を担っているという基本

的な観点にたち、こうした街路のあり方を考える際には、モータ 1)ゼイ γ ョン

以前に交通処理以外の自己 l!fiも充分に行ない、都市計画を強く意識して計画され

た街路はいかなる計画 ・設計思惣のもとで行なわれ、いかなるものが実現した

のかを調査し、その智恵 lこ学ぶことが一つの有効な手段であると考えた。

このような基本的姿勢にしたがって、本研究では、我が国の近代街路の成熟

期と考えられる震災復興期から戦災復興期を主たる対象時期とし、①各 ll!iJ羽の

街路はとのような特徴を持ち 、その背景にはどのような景観に関する計画 ・設

計思想があったのか、②震災復興期から戦災復興JlIjの街路のよ主観音1画 ・設計思

:tR、にはどのようなつながりがあるのか 、を明らかにすることも目的としたもの

である。

本論文の結論の骨子は以下のとおりである。

1.近代街路の景観計画 ・設計思想を整理する枠組みの提示

(1) 我が国の近代街路の各時比1Iの景観計画 設計思想、を統一 的体系的に促え、

整理する枠組みとして、 a.街路網配置計岡(①都市の秩序づけ、②都市の分

割、③昔前市の度目づくり) 、 b 幹線 ・目妓き通り設計(①焦点の配慮、② 一体

設計 、連 係設計、③道路敷内の景観設計)、 c. "7メニティ街路、の枠組みを

提示した。

(2) 前項の枠組みにしたがって分析を進めた結果、提示した枠組みが有効であ

ることが確認できた。

ll. 提示した枠組みにしたがって分析した結果得られた結論

(1)我が国の各 I時期!の近代街路の景観計画 ・設計思想の特徴、その到達点と限

界を明日政に示せた。

(2) 前項でえられた結論を全時期を通して繋理することによって、我が問の近

代街路の長観計画 ・設計思想の発展史として説明できた。
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(3) 我が国の都市計阿 ・設計において、防火の重要性は古来不変のものであ っ

たが、帝都復興計画以降では、都市の防火については辿築に頼ることなく、そ

のすべてを街路のみが引受けるという、街路の景観計肉 ・設計においてはl!lt恕

のあるものであることがわか った。

(4 )目抜き通りを始めとする広偏見街路の景観計画 ・設計においても同級に、

帝国l復興計画以降では ill築に頼ることなく街路のみで行なわなければならず、

街並整備においては無理のあるものであり、それゆえ限界があることが、日正に

戦災復興計画において明らかであることがわかった 。

(5 )帝都復興計画は我が国の近代街路の京観計画 ・設計において従来J1ffされ

ることが多かったが 、前述したように、建築に頼らずそのすべてを街路のみで

行なうという大きな問題点をかかえた、非7fizに無主flをかかえた形での PHl:'r発点

であることがわかった。

(6 )すなわち 、我が国の近代街路の京在日計画 ・設計においての品大の問題点は

近代街路の民観計画 ・設計への辿築の不参加にあることがわかった 。 これはい

まもって解決できていない 、孜が同の近代街路の景観計画 ・設計史においてrl!

新!としてっついている重要な課題であることが、歴史的に検証された 。

(7 )一方、その制約条件から 、孜が国が範としていた欧米にもないユニークな

設計手法が現われたことがわかった 。 しかし、その設計手法の発展 J~I が戦後の

モータリゼイユノョンと 一致し、健全な発達にはいたらなかったのである 。
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8， 2 今後の課題

本論文では前項で述べたように 、 戦災復興計画に至る街路の j;~ tm ~ l' [iui・設計

盟、怨の系譜を明らかにし、戦災復興計画をその集大成ともいうべきものとして

位置付けることができた 。

戦災復興計画の後、我が国はモータリゼイ γ ョンの時代を迎え、街路の，iI'iilii 

- 設計が、交通を処理することに夏点のおかれた 、 いわゆる道路の ~I' iilli・設計

へと変容していくものと与えられる。戦災復興までに達成された街路の計画 ・

設計思;tp，、がその後どのように変容していったかということは我が同の街路の景

観計画 ・設計思想を語るに奇襲な部分であり 、 また興味深い課題である 。戦災

復興計画までにできあがった街路、特に Ij説災復興計画で形成された街路はその

郡市にとってその後も重姿な位置付けをもっていたものと考えられるが、それ

らの街路がその後その郎市にとってどのようなよ古産として活かされ、また変2ぎ

していったかということも非常に興昧深い課題である 。 この戦災復興計阿以慨

についての検討が今後の課題の第 lである 。

また、本論文では戦災復興計画 lこ至る街路の景観計画 ・設計思怨の系譜を倣

ったわけであるが 、その担当者(都市計両者なと)や組織の系譜については 、

若干 触 れるのみであった。街路の景観計画 ・設計の立案やその実施に係わった

人や 組織 の系譜については 、本論文で l切らかにし た街路の足並JHl'i菌 ・設引思:恨

の系訴と密1:&な関連をもつものであり 、非常 に興味深い課題である。この人、

組織の系譜についての検討が第 2の今後の課題である。

本論文は街路の景観計画 設計について先人たちの智恵を lリ]らかにしようと

したものであるが 、 この智患を今後の街路の景観計画 ・設計に活かしていくた

めには 、 さらに細部のデザイン下法について先人たちが如何なるものを持 って

いたかという検討も必要であると与えられる。
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